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１ 計画策定にあたって 

（１）計画策定の趣旨 

北本市（以下、「本市」という。）では、昭和 53年度に最初の総合振興計画を策定して以来、長期的な

展望を持って、総合的かつ計画的に行政運営を行うため、五次にわたって総合振興計画を策定してき

ました。 

この間の北本市政は、ベッドタウンとして人口が増加してきたことに伴い、都市機能の整備を中心と

して、“量的な成長”を重視したまちづくりを展開していた時期から、人口が減少に転じたことを契機に、 

市民の心の豊かさを求めた“質的な成長”を重視するまちづくりへと、その役割が変化してきました。 

このような経緯を踏まえ、本市は、平成28年度に「市民との協働による持続可能なまちづくり」を基

本理念とした第五次北本市総合振興計画を策定し、市民と市とが一体となってまちづくりを進めてい

くことにより、将来都市像「緑にかこまれた健康な文化都市～市民一人ひとりが輝くまち 北本～」の実

現を目指すこととしました。そして、前期基本計画においては、目指すまちの姿や目標を成果指標等で

具体的に提示し、市民と市とがまちづくりの方向と達成状況を共有しながら、取組を進めてきました。 

後期基本計画においては、こうした考え方を継続しつつ、今後において高齢化が進展し生産年齢人

口が減少する社会環境の中、厳しさを増す財政の健全化を図っていくとともに、新型コロナウイルス感

染症の影響により人口の東京一極集中が令和２年度において流出へと転換したことを受け、本市の自

然環境をはじめとする豊富な地域資源を生かし、“若者を惹きつける”まちづくりを行うことが重要で

す。また、多発する自然災害への更なる安全の確保や、地球温暖化等の環境問題への対応のほか、日進

月歩で進む技術革新への対策等を通して、住民が暮らしやすいと感じる取組を進めることで、未来に

わたってまちの活力を維持し、持続可能なまちづくりを実現します。 

 

（２）計画の位置付け 

本計画は、本市の最上位計画として、まちづくりの方向性を示すものであり、北本市自治基本条例

第１１条第１項の規定に基づき、第４条に定められた基本原則にのっとり策定するものです。 

【北本市自治基本条例（一部抜粋）】 

第 2章 まちづくりの基本原則 

第 4条 市民及び市は、それぞれが持つまちづくりに関する情報を共有するものとする。 

2 市民は、まちづくりの主役であることを認識し、積極的にまちづくりに参加するものとする。 

3 市長等は、市民の意思を市政に反映させるため、市民の参画の機会を保障するものとする。 

4 市民及び市は、それぞれの責務を認識し、協働してまちづくりを進めるものとする。 

第 4章 市政運営 

(総合計画等) 

第１１条 市は、第 4条に規定する基本原則にのっとり、総合的かつ計画的な市政運営を図るための

基本構想及びこれを実現するための計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。 

  

https://www1.g-reiki.net/kitamoto/reiki_honbun/e334RG00000860.html?id=j26#e000000112
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（３）計画の期間と構成 

第五次北本市総合振興計画は、基本構想及び基本計画ならびに別に定める実施計画で構成しま

す。 

  

 

 

  

28 29 30 31 元 2 3 4 5 6 7

28 29 30 31 元 2 3 4 5 6 7

28 29 30 31 元 2 3 4 5 6 7

基本計画

　基本構想において定められた政策を実
現するため、必要な施策を具体化する計
画です。
　計画期間は、前期基本計画は平成28年
度から令和3年度までの6年間、後期基本
計画は令和4年度から令和7年度までの4
年間とします。

期間（年度）

平成 令和

基本構想

　総合的かつ計画的な行政運営を図るた
め、長期的な視点でまちづくりの方向性
を定めるものです。
　計画期間は、平成28年度から平成37年
度までの10年間とします。

期間（年度）

平成 令和

実施計画

　基本計画に示した施策・基本事業を実
現するための主要事業について財政状況
を踏まえて提示する計画です。
　実施計画は、毎年度、向こう３年間を
計画期間として、別途策定します。

期間（年度）

平成 令和

前期６年

１０年

後期４年

３年

３年

３年
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２ 基本理念と将来都市像 

（１）基本理念 

北本市自治基本条例では、「誰もが安心して生活できる個性豊かな自立したまちをみんなの力

で築く」ことを目指しています。その趣旨を踏まえ、将来の北本市のまちづくりを行う上での基

本的な考え方として、次のとおり、基本理念を定めます。 

 

「 市民との協働による持続可能なまちづくり 」 

 

（２）将来都市像 

北本市のあるべき姿として、これまでの将来都市像を継承しながら、市民と行政とが一体とな

って実現していくことを目指し、次のとおり、将来都市像を定めます。 

 

「 緑にかこまれた健康な文化都市 

～市民一人ひとりが輝くまち 北本～ 」 
 

「緑にかこまれた健康な文化都市」とは、成長から成熟へと向かい、次のようなまちの姿を表

したものです。 

 

◎ 市民が安心して生きがいのある生活を送っています。 

◎ 緑と共生した環境で生活しています。 

◎ 子どもたちが健やかに成長しています。 

◎ 産業が創出・活性化され活力に満ちています。 

◎ 地域の歴史と文化を生かしています。 

◎ 持続可能な行政運営を行っています。 
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３ 将来人口 

（１）将来人口の目標 

本市では、平成１７年をピークに人口減少傾向に転じています。出生数が伸び悩み、社会減も

続いている近年の状況を考慮すると、今後も減少傾向が続くことが予想されます。直近の人口移

動状況を反映した将来推計をもとに、基本構想の中間年度である令和２年度末人口は６６，００

０人、最終年度である令和７年度末人口は６３，０００人を目標とします。 

 

（２）人口の変化を捉えたまちづくり 

人口減少とともに少子高齢化も進行しており、高齢者の増加と生産年齢人口および年少人口の

減少が続くことが想定されます。そのため、総人口の減少だけでなく、年齢構成の変化を見据え

て、行政サービスや財政運営の見直しを進める必要があります。また、昭和４０年代から５０年

代までの人口増加期に集中的な人口流入があった地区では高齢化が急速に進んでいます。同時に

年少人口の減少も進んでいるため、地域ごとの実態を踏まえてこれからのまちづくりに取り組む

必要があります。 

 

４ 土地利用構想 

（１）土地利用の基本的な考え方 

■自然環境と生活環境の調和 

自然的、歴史的、社会的特性を踏まえ、自然環境と生活環境の調和の取れた計画的な土地利

用を推進します。 

 

■誰もがいつまでも暮らしやすいまちづくり 

日常生活の利便性や快適性を向上させるとともに、環境や人に優しいまちづくり、世代を問

わず誰もが安心・安全に暮らせるまちづくりを進めるため、都市機能の効率化を推進します。 

 

■道路整備効果の活用 

首都圏中央連絡自動車道や高速埼玉中央道路および上尾道路（上尾バイパス）等の整備効果

を有効に活用するため、新たな土地利用を推進します。 

 

■都市軸を中心としたまちづくり 

環境保全・交流ゾーンから行政・文化拠点および北本駅を経て健康・スポーツ拠点までを結

ぶ「東西軸」と、中山道や北本中央緑地によって形成される「南北軸」の二つをにぎわい・交

流の中心となる都市軸として位置付け、活力を創出します。  
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（２）区分別の土地利用の方向性 

■住宅エリア 

快適でゆとりある住環境の形成を推進するとともに、多様なニーズにあった住宅供給の促進

を図ります。 

■農地エリア 

優良農地の保全や観光農業等の推進を図り、適正な土地利用に努めます。 

■工業エリア・工業ゾーン 

既存の工業地を維持するとともに、交通利便性の向上を見込み、工業導入促進のための条件

整備を進めます。 

■商業・業務ゾーン 

北本駅周辺地域について、環境や都市景観に配慮しながら、都市空間の有効活用などにぎわ

いづくりを促進します。また、南部地域の商業施設が集中している区域について、より効果的

ににぎわいが高められるよう交通・交流拠点（駅等の可能性）について検討します。 

■環境保全・交流ゾーン 

北本自然観察公園、高尾さくら公園、荒川等の豊かな自然環境や歴史的資産等を活用し、市

民と来訪者の憩い・交流の場として環境整備に努めます。 

■複合的開発ゾーン 

交通利便性の向上を見込み、研究・福祉・文化機能の充実ならびに周辺地域の発展および活

性化に寄与する核となる産業施設を必要に応じて近隣自治体と連携しながら誘導を図るととも

に、周辺の農地や住宅地との調和を図ります。 

■沿道サービスゾーン 

国道１７号および南大通線については、沿道サービス施設の誘導を図ります。また、事業化

された上尾道路（上尾バイパス）については、道路整備の進捗に応じて、沿道サービス施設の

誘導を図ります。 

■土地利用誘導ゾーン 

市街化調整区域内で市街化の進行がみられる区域であり、農・商・住等のバランスの取れた

土地利用を誘導します。 

■公園・緑地 

景観、健康づくり、レクリエーション、防災、市民交流等多面的な利用の場としての環境整

備を推進します。 

■行政・文化拠点 

市役所、児童館および文化センターについて、市民の交流や防災の拠点とします。 

■健康・スポーツ拠点 

体育センターおよび北本総合公園について、市民のスポーツ・レクリエーション、健康づく

りの拠点とします。 
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（３）土地利用構想図 
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５ 計画策定の背景 

（１）本市の特徴 

■位置・地勢 

本市は、埼玉県の中央部に位置し、北および東は鴻巣市、南は桶川市、西は荒川を挟み吉見町、

川島町に接しています。江戸時代初期に整備された中山道が市域のほぼ中央を南北に縦断し、西

端には荒川が流れ、東西約 5.8 ㎞、南北約 5.3 ㎞とバランスの良いコンパクトな市域を有するま

ちです。 

地盤が固く安定した地質の関東ローム層からなる大宮台地上のほぼ平坦で居住に適した地形

で、ＪＲ高崎線の東西に市街地が形成され、その外側には緑豊かな田園地帯が広がっています。市

域には、計画的に保存してきた雑木林が点在するほか、自然に親しめる公園や緑地、湧水を多く残

している等、豊かな自然とともにある良好な住環境が形成されています。 

 

■沿革 

今日の北本の原型となるようなまち並みが形成されたのは、江戸時代の初期に現在の市の中

心である北本駅東口周辺が中山道の宿場となったことが始まりです。 

市域は、明治初期には１４の村からなっていましたが、明治２２年の町村制施行により石戸村と

中丸村となりました。昭和１８年に両村が合併して北本宿村となり、農村として静かな環境のもと

に、昭和３４年に町制施行により北本町となりました。 

町制施行当時は、人口 15,300 人、世帯数 2,849 世帯でしたが、その後、日本経済の高度成

長の中で、首都近郊の都市として人口流入が進み、昭和４６年に現在の独立行政法人都市再生機

構による北本団地の開発もあいまって、人口は 33,561 人、世帯数 8,667 世帯となり、埼玉県

の３３番目の市として現在の北本市が誕生しました。 

 

■歴史・文化 

本市には、縄文時代中期から後期にかけての遺跡で関東最大級の環状集落である「デーノタメ

遺跡」、樹齢約８００年と言われ国の天然記念物に指定されている「石戸蒲ザクラ」、室町時代中頃

に築城されたと考えられている「石戸城跡」等、先人たちが築いてきた歴史や文化が数多く残され

ています。 

 

■交通の状況 

市の中央をＪＲ高崎線が走り、上野駅まで 45分、新宿駅まで48分で結ばれています。さらに、

平成 27年 3月には高崎線が東京駅に乗り入れ、東海道線への直通運転が始まり、交通利便性が

一層高まりました。 

主要な道路については、ＪＲ高崎線と平行して国道１７号が南北に通っています。また、平成２７

年１０月には首都圏中央連絡自動車道が埼玉県内区間全線で開通し、新大宮バイパスに接続する

上尾道路（上尾バイパス）の今後の整備と併せ、さらなる発展が期待されます。 
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（２）社会環境の変化（時代潮流） 

■人口減少、少子高齢化の進行と地方創生 

全国的に人口減少や少子高齢化が進行し、地域・経済活動の縮小や担い手不足、社会保障費の

増大等が懸念されています。また、東京圏へ過度に人口が集中した結果、地方の活力が失われる

ことに対する危機感が増大しています。こうした中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、

テレワークなどの多様な働き方や地方への会社機能の移転、移住・引っ越しの動きが進んでいま

す。この状況を的確に捉え、地域の強みを生かした移住・定住の促進、関係人口の拡大を図ること

で、将来にわたって、住民の暮らしやすい活力あるまちづくりを進めていくことが求められていま

す。 

 

■グローバル化の更なる進展 

グローバル化により世界中の社会・経済・文化の相互作用が激化し、消費活動等の生活様式や

地域経済等において、今までの国内や地域の枠組みを越えた活動や行動が求められる等、地域社

会に多大な影響をもたらしています。今後、不可逆的なグローバル化を見据え、経済活動を中心に

海外へ活路を見出す取組や、地域の文化や伝統に培われた価値を生み出し、市民とともに発信し

ていく等、地域社会の発展に資する取組を進めていく必要があります。 

   

  ■デジタル社会（自治体等におけるＤＸ）の実現に向けた国の方針 

国は、「デジタルの活用により一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な

幸せが実現できる社会」を目指すとしています。このことにより、市の提供する行政サービスにつ

いて、デジタル技術やデータを活用して市民の利便性を向上させるとともに、AI（人工知能）等の

活用により業務の効率化を図ることが求められています。また、これらの先端技術をあらゆる産

業や社会に取り入れ、付加価値の創造と社会的課題の解決を図る Society5.0 の実現を見据え

た取組が重要になっています。 

 

■安全・安心に対する関心の高まり 

東日本大震災以降も、地震や台風、集中豪雨などによる被害が発生しており、市民の命と財産

を守るためにも、これまでに取り組んできた防災・減災に加え、地域機能の強靭化へ向けて自然災

害のリスクマネジメントを行う必要があります。このほか、虐待やいじめ等の人権問題、オンライン

取引に係るトラブル等をはじめとした消費者問題、防犯等、社会生活全般に対して安全・安心を確

保する対策が求められており、住民同士のつながり・支え合いを通して、地域全体においても見守

り合う取組が重要になっています。 

 

■環境問題への取組 

世界における経済活動の拡大等により自然環境や生態系が損なわれ、将来にわたって地球温暖

化の進行が懸念されています。こうした環境問題は、地球規模で取り組むべき課題であることか

ら、国は 2050年までに温室効果ガスの排出を全体として実質ゼロにする「2050 年カーボンニ

ュートラル」を宣言し、その実現を目指しています。このことを受けて、カーボンニュートラルへ向け    
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て、本市の貴重な自然環境を守りながら、地域において経済が循環し、自律分散型の社会を形 

成していく取組が求められています。 

 

■多様性への関心・重要性の高まりによる共生社会への希求 

  就労形態や暮らし方、家族のあり方、コミュニケーションの方法等、一人ひとりがもつ価値観 

が多様化する中、地域や民族、性別・ＳＯＧＩ（性的志向・性自認）、障がいの有無にかかわらず、お

互いの人権や尊厳を大切にし、誰もが自分らしく生きるとともに、能力を発揮することのできる

社会づくりを進めることが必要です。 

 

■ＳＤＧｓ実現へ向けた取組 

2015 年に国連サミットにおいて全会一致により採択された「持続可能な開発目標（SDGｓ）」

の実現へ向けた取組を行うことが求められています。ＳＤＧｓを原動力として地域の強みと資源

を有効活用した取組を行うことにより、持続可能なまちづくりを進めていくことが重要です。 

 

■新型コロナウイルス感染症の世界的流行 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、不要不急の外出の自粛や学校の休校等の要請

がなされ、徹底して予防対策を行うとともに、医療体制を充実することが最優先に取り組まれ

ました。また、コロナ禍では、テレワークやリモートでの交流、ＤＸが加速する等、新しい働き方や

暮らし方が普及し、産業、教育、交流・体験活動等の様々な分野において、ウィズコロナ、アフタ

ーコロナを見据えた取組が求められています。 

 

 

【ＳＤＧｓとは】 

ＳＤＧｓ（Ｓustainable Ｄevelopment Ｇoals：持続可能な開発目標）は、平成２７（２０

１５）年９月の国連サミットで採択された「令和１２（２０３０）年までに、誰ひとり取り残

さない持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標」のことです。 

１７のゴールと１６９のターゲットか

ら構成され、発展途上国のみならず、先進

国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）

なものであり、日本としても積極的に取り

組んでいます。 

第五次北本市総合振興計画後期基本計画

では、新たにＳＤＧｓの視点を取り入れる

こととし、各施策・基本事業において、Ｓ

ＤＧｓのゴール・ターゲットと結びついた

指標を設定することとします。 
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（３）北本市の現状 

① 人口・世帯 

■総人口・世帯数の推移 

本市の人口は、平成７年まで増加が続き、その後は７０，０００人前後で推移していましたが、平

成１７年をピークに減少傾向に転じ、令和２年には約６６，０００人となっています。一方で、世帯数

は増加し続け、１世帯あたり人員は減少しています。 

【総人口・世帯数・世帯人員の推移】 

 

 
出典：1980～2015 国勢調査、2020 住民基本台帳人口  

 

■世帯構成の推移 

世帯構成の推移をみると、核家族世帯、単身世帯が増加しています。核家族世帯は全体の約７

割を占めていますが、その割合は減少傾向にあります。一方で、単身世帯が占める割合は増加し、

近年では、高齢単身者世帯の割合が大きく増加しています。 

 

 
出典：国勢調査 
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■年齢３区分別人口割合の推移 

年少人口（０～１４歳）、生産年齢人口（１５～６４歳）、老年人口（６５歳以上）の年齢３区分別の人

口の推移を見ると、昭和60年には年少人口の減少が始まっています。また、生産年齢人口のピー

クは平成 7年で、老年人口は昭和 45年以降、増加し続けています。平成１２年以降は生産年齢人

口が減少するとともに、老年人口が大きく増加しています。高齢化率は、平成２２年には超高齢社

会といわれる２１％を超え、その後も上昇が続き、令和２年には約３０％となり、約３人に 1 人が高

齢者という状況です。 

【年齢３区分別人口の推移】 

 

 

【年齢３区分別人口構成比の推移】 

 

 
年齢不詳がいるため、各区分の合計が 100％にならない場合があります。 

出典：1980～2015 国勢調査、2020 住民基本台帳 
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■人口動態 

社会増減（転入－転出）は、平成６年までは大規模マンションの開発等による住宅供給を受けて

大幅な転入超過が続いていましたが、それ以降は若者の転出増加等の影響により、転出超過傾向

が続いています。 

自然増減（出生－死亡）は、少子高齢化の影響により、平成２１年以降は死亡数が出生数を上回

り、減少が続いています。 

【自然動態・社会動態の状況】 

 

 

■合計特殊出生率 

本市の合計特殊出生率は、平成１８年までは全国や埼玉県と比べて大きな差はありませんでし

たが、平成１９年に大きく低下して以降、1.1前後で推移しています。 

【合計特殊出生率の推移】 

 

出典：埼玉県ホームページ掲載（合計特殊出生率の年次推移） 
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■５歳階級別出生率・出生数 

女性の５歳階級別出生率の推移をみると、２５歳から３４歳までの出生率が高くなっています。

そのうち 20 歳代の出生率が低下傾向にある一方、35 から４４歳までの出生率が上昇傾向にあ

り、晩産化の傾向がみられます。 

年齢別出生数の推移をみると、特に２５から３４歳で出生数が大きく減少しています。 

【女性の５歳階級別出生率の推移】 

 
出典：埼玉県ホームページ掲載（合計特殊出生率の年次推移） 

【女性の５歳階級別出生数の推移】 

 
出典：埼玉県ホームページ掲載（合計特殊出生率の年次推移） 
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■５歳階級別女性人口 

２０歳から４４歳までの女性人口の推移をみると、３９歳以下の女性人口が減少しており、中で

も２５歳から３４歳までの人口が大きく減少しています。出生率が高い２５歳から３４歳までの女性

人口が大幅に減少していることが、出生数減少の要因のひとつとなっています。 

【女性の５歳階級別出生率の推移】 

 
出典：埼玉県ホームページ掲載（合計特殊出生率の年次推移） 

 

■児童・生徒数 

児童・生徒数は減少傾向が続いており、平成１３年から１９年間で小学校児童数が約 1,600 人、

中学校生徒数が約 800人減少しています。 

【児童・生徒数の推移】 

 
出典：学校基本調査 
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② 産業・経済の状況 

■市内総生産額・就業者数の推移 

本市の総生産額は、平成２８年に一度大きく落ち込んだ後増加し、平成３０年には約 1,514 億

円となっています。このうち 74％を第３次産業が占めています。 

就業者数は平成 26年以降増加傾向にあり、平成 30年には 24,658人となっています。 

【市内総生産額・就業者数の推移】       【市内総生産額の産業別構成比（H30）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域経済循環の状況 

市民が得た所得約 2,440 億円のうち、市内で生み出された生産額は 1,628 億円で、市外か

ら流入した所得は 812億円分となっています。 

地域経済循環の内容として、市民所得から、市内での生産（付加価値）に回る支出割合（地域経

済循環率）は 66.7％であり、市内で使用する財・サービスを市外で調達する等のため、残りの

33.3％は市外に流出しています。 

【地域経済循環図（H27）】 

 
出典：地域経済分析システム（RESAS：リーサス） 
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※市町村内総生産は、輸入品に課される税・関税を加算し、総資本形成

に係る消費税を控除して求めるため、第１次産業から第３次産業の

合計とは一致しない。 

出典：埼玉県市町村民経済計算 

出典：埼玉県市町村民経済計算 
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■農業の状況 

販売農家数、農業就業人口はともに減少が続いており、平成７年から平成２７年までの約２０年

間で、それぞれ６割強の減少となっている一方で、経営耕地面積も減少傾向にあるものの、４割弱

の減少にとどまっていることから、農業の大規模化がうかがえます。 

【販売農家数・農業就業人口・経営耕地面積の推移】 

 
出典：農林業センサス 

■商業の状況 

事業所数、従業員数はともに、平成 14年から平成 28年までにかけて減少傾向にありますが、

その幅は事業所数の約３割減に対し、従業者数は 1割強の減少となっていることから、1事業所あ

たりの従業者数は増加しています。年間商品販売額は増加傾向にあり、14 年間で 2 割強増加し

ています。 

【事業所数・従業者数・年間商品販売額の推移】 

 
出典：商業統計調査、経済センサス-活動調査 

■工業の状況 

製造業の事業所数は、平成２２年以降は横ばいの状況が続き、平成２８年に一時的に増加したも

のの、その後再び減少しています。従業者数、製造品出荷額等は平成２３年に一度落ち込み、その

後平成２８年まで増加傾向にありましたが、平成２９年以降再び減少に転じています。 

【製造業事業所数・従業者数・製造品出荷額等・付加価値額の推移】 

 
※H27 は工業統計調査の実施なし                   出典：工業統計調査、経済センサス-活動調査  

区分
1995年
（H7）
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（H12）

2005年
（H17）

2010年
（H22）

2015年
（H27）

販売農家数（戸） 718 486 381 328 268

農業就業人口（人） 1,165 899 710 558 452

経営耕地面積（ha） 526 453 366 349 322

区分
2002年
（H14）

2004年
（H16）

2007年
（H19）

2012年
（H24）

2014年
（H26）

2016年
（H28）

事業所数（事業所） 560 480 476 377 387 397

従業者数（人） 4,489 4,293 4,431 3,705 3,822 3,882

年間商品販売額（千万円） 9,912 10,614 10,905 94,443 10,282 12,116

84 77 76 75 76 75 82 73 71 73
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1,385

1,849 2,038 2,085
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5,310 
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2,026 2,670 1,548 
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製造品出荷額等 付加価値額

（千万円）
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③ 財政の状況 

■歳入・歳出 

一般会計の歳入・歳出の推移をみると、歳入が約 200～210 億円、歳出が約 190～200 億

円前後で推移しています。 

歳入の根幹をなす市税収入は、大規模法人の市内事業所での生産終了の影響や生産年齢人口

の減少等により、平成 29年度以降減少傾向にあります。 

歳出では、平成 26 年度までに実施した庁舎建設事業に伴い公債費が増加しているほか、給付

費の増加等により扶助費が年々上昇し続けています。 

【歳入・歳出決算額の推移（一般会計）】 

 
出典：北本市財政計画 

【歳入の内訳】 

 
出典：北本市財政計画 

【歳出の内訳】 

 
出典：北本市財政計画 

  

19,931 20,353 19,787 19,730
21,267

19,030 19,525 19,118 18,888
20,240
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10,000

15,000
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25,000

H27

（2015）

H28

（2016）

H29

（2017）

H30
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R1

（2019）

歳入 歳出

（百万円）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

市税 9,177 9,373 9,065 8,934 8,926

地方譲与税 141 140 140 141 143

交付金 1,256 1,094 1,204 1,308 1,323

地方交付税 2,018 1,902 1,822 2,043 2,203

国・県支出金 3,874 3,974 4,016 3,778 4,310

市債 1,474 1,303 1,574 1,618 1,680

繰越金 939 901 828 669 842

その他歳入 1,052 1,666 1,138 1,238 1,841

合計 19,931 20,353 19,787 19,730 21,267

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

9,529 9,977 10,092 10,074 10,444

人件費 3,401 3,355 3,312 3,312 3,307

扶助費 4,248 4,511 4,623 4,504 4,860

公債費 1,881 2,111 2,157 2,258 2,278

962 1,028 1,139 807 1,148

普通建設事業費 962 1,028 1,139 807 1,148

災害復旧事業費 0 0 0 0 0

8,539 8,520 7,887 8,007 8,648

19,030 19,525 19,118 18,888 20,240合計

義務的経費

投資的経費

その他経費

区分

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 
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■市債残高 

市債残高は、平成 26年度までに実施した庁舎建設事業等の大型事業の影響により増加してい

ましたが、平成 27年度以降は投資的経費の抑制により減少傾向にあります。 

【市債残高の推移】 

 
出典：北本市財政計画 

■基金残高 

基金については、ふるさと納税の増加等を要因として、ふるさと応援基金の残高が平成 30 年

度より増加しています。一方、平成 26 年度までに発行した庁舎等の建設に伴い発行した普通債

の償還開始による公債費の上昇に対応するため、平成 30 年度より減債基金を取り崩しています。 

【基金残高の推移】 

 
出典：北本市財政計画 

 

■財務指標 

標準財政規模に対する公債費の割合を示す実質公債費比率は、庁舎建設事業等の大型事業の

実施に伴い、平成 28年度から増加傾向となっています。 

標準財政規模に対する地方債などの負債の大きさを示す将来負担比率は、平成 27 年度以降、

市債発行を抑制しているため、減少傾向となっています。 

【財務指標の推移】 

 

出典：北本市財政計画 
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区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

実質公債費比率 3.5 4.6 6.2 7.3 7.3

将来負担比率 42.4 42.5 41.5 34.3 27.1

（単位：％） 
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■今後の見通し 

市税収入については、生産年齢人口の減少により個人市民税の減収が見込まれるほか、固定資

産税及び都市計画税についても、地価は横ばいの状況が続いているものの、評価替えによる既存

家屋の経年減点補正や償却資産の減価償却の影響により減収となる見込みです。また、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大の影響による減収が見込まれ、特に個人市民税及び法人市民税につ

いては、回復するまでに５年程度かかると見込んでいます。 

公債費については、平成２６年度までに実施した小・中学校校舎等耐震補強・大規模改修事業、

庁舎建設事業に伴う普通債の元金償還等により、令和４年度まで２３億円を上回る状態が続きま

すが、平成２７年度以降は市債の発行を抑えているため、令和５年度及び令和６年度は減少する見

込みです。しかし、今後、計画的に施設再編を進めていくため、令和５年度以降は、２０億円程度で

推移する見込みです。 

 

【市税収入の推移・推計】 

 
出典：北本市財政計画 

【公債費の推移・推計】 

 
出典：北本市財政計画 
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（４）市民意識等 

① 北本市の住みやすさ・定住意向 

本市の住みやすさについて、20.9％が「住みやすい」、53.5％が「まあ住みやすい」と回答し、

合わせると７割超の人が住みやすいと感じており、この結果については、年代別による大きな差は

みられません。 

また、本市での定住意向をみると、68.1％の人が「これからも（可能な限り）住み続けたい」と回

答していますが、若い世代ほどその割合が低く、10・20歳代では 35.3％にとどまっています。 

 

【北本市の住みやすさ】 

 
※無回答を除く割合                       出典：北本市まちづくり市民アンケート（Ｒ２実施） 

【北本市での定住意向】 

 
※無回答を除く割合                        出典：北本市まちづくり市民アンケート（Ｒ２実施） 

  

20.9

20.6

21.2

19.3

18.0

20.9

23.2

53.5

52.9

51.1

54.6

50.8

51.6

56.6

17.9

15.7

15.3

18.4

23.4

18.0

15.8

5.8

7.8

8.0

7.2

5.5

7.2

3.7

1.8

2.9

4.4
0.5

2.3

2.3

0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

10・20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

住みよい まあ住みよい どちらともいえない やや住みにくい 住みにくい

68.1

35.3

53.6

62.8

63.3

69.2

82.4

27.3

52.9

31.9

33.3

32.4

28.9

15.1

4.6

11.8

14.5

3.9

4.3

2.0

2.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

10・20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

これからも（可能な限り）住み続けたい どちらともいえない できれば他市町村に移りたい



22 

② 施策の満足度・重要度 

施策の満足度・重要度について、満足度が高い項目として、「消防・防災の充実」、「保健・医療の

充実」、「防犯・交通・消費者対策の強化」等が上位に来ています。また、重要度が高い項目について

は、「保健・医療の充実」、「道路、上・下水道、河川の整備」、「防犯・交通・消費者対策の強化」となっ

ており、満足度が高い項目は重要度においても高い傾向がみられます。 

満足度や重要度がともに低い「若者の移住・定住・交流促進」、「バランスのある土地利用の推進」

等や、満足度は高いものの重要度の低い「文化財の活用・保護」等は、取組内容の検討が必要です。 

 

満足度：満足している 5 点 やや満足している 4点 どちらともいえない 3点 やや不満である 2 点 不満である 1点

の合計÷回答者数（平均値） 

重要度：重視している 5 点 やや重視している 4点 どちらともいえない 3点 あまり重視していない 2 点 重視して

いない 1点の合計÷回答者数（平均値） 

 

【施策の満足度・重要度】 

 

 

出典：第五次北本市総合振興計画後期基本計画市民意識調査（Ｒ１実施） 
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1 子育て支援の充実 16 豊かな住環境の整備

2 母子保健と子どもに関する医療の充実 17 バランスのある土地利用の推進

3 支援を必要とする子ども・家庭へのきめ細かな取り組み 18 環境に優しいまちづくり

4 学校・家庭・地域の連携による教育の推進 19 道路、上・下水道、河川の整備

5 学校教育の充実 20 防犯・交通・消費者対策の強化

6 地域福祉の推進 21 消防・防災の充実

7 保健・医療の充実 22 農業・商業・工業の振興

8 高齢者福祉の充実 23 文化財の活用・保護

9 障がい者福祉の充実 24 就労対策の充実

10 社会保障制度の適正な運営 25 市民との情報共有

11 生涯学習の推進 26 適正な事務の執行

12 スポーツ活動の推進 27 効果的かつ効率的な行財政運営の推進

13 市民参画と協働の充実 28 若者の移住・定住・交流促進

14 暮らしを支える地域活動の支援 29 シティプロモーション

15 平和と人権の尊重
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③ 新型コロナウイルスの影響 

■市民への影響 

コロナ禍での心身の状況について、「感染症問題が続くことへの気疲れ」を感じている人が最も

多く、「自分自身が感染するか、不安を感じる」、「外出や趣味の行動が気軽にできないイライラ、欲

求不満」を感じている人が次に多い結果となっています。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生活に影響が及んでいるものとして、「漠然とした

不安が続くこと」との回答が最も多く、「外出や移動」、「コンサートや観劇、スポーツ観戦等」へ影響

があるとの回答が次に多い結果となっています。 

【コロナ禍での心身の状況】 

 
※無回答を除く割合                         出典：北本市まちづくり市民アンケート（Ｒ２実施） 

【新型コロナで生活に影響が及んでいるもの】 

 
※無回答を除く割合       出典：北本市まちづくり市民アンケート（Ｒ２実施） 
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■事業所への影響 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による企業活動への影響について、7 割以上の事業所で

売上額が減少し、8 割以上の事業所が従業員雇用を維持していると回答しています。今後の見通

しでは、4割半ばの事業所が売上額の減少を見込んでいます。 

行政機関に求める経済対策について、5 割以上の事業所が「補助金・助成金支援」を挙げていま

す。次いで「特にない」、「支援制度の情報提供」が続いています。 

 

【新型コロナの企業活動への影響】 

 
※無回答を除く割合                 出典：北本市まちづくり市民アンケート（Ｒ２） 

【今後の見通し】 

 

※無回答を除く割合                 出典：北本市まちづくり市民アンケート（Ｒ２） 

【経済対策】 

 
※無回答を除く割合        出典：北本市まちづくり市民アンケート（Ｒ２） 
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（５）前期基本計画の評価 

前期基本計画の各施策の成果指標については、施策全 49項目のうち、前期基本計画策定時に

設定した目標値を達成した項目が 27 項目（55.1％）、未達成ではあるものの基準値と比較し改

善した項目が 2項目（4.1％）、横ばい又は基準値よりも悪化した項目が 19項目（38.8％）とな

っています。 

個別の達成状況に差異はあるものの、全体としては６割程度の達成・改善率を得られたこと

から、総合的な評価としては一定程度順調に進捗しているといえます。 

しかしながら、各成果指標と目標値については、結果の良否を問わず、ＰＤＣＡマネジメン

トサイクルの観点から必要な検証を加え、改善すべき点については、後期基本計画策定時に的

確に反映させ、第五次総合振興計画の実効性を引き続き確保していくことが重要です。 

 

前期基本計画の各施策の成果指標の達成率を政策別に比較すると、政策１「子どもの成長を

支えるまち」（60.0％）及び政策６（100％）で相対的に高くなっており、政策５（33.3％）で

相対的に低くなっています。 

政策１「子どもの成長を支えるまち」（60.0％）については、施策 1-5「学校教育の充実」で

目標値に達していない基本事業が多いことが個別課題としては挙げられるものの、前期基本計

画において重点分野として設定した基本事業 19 事業のうち 7 事業を集中的に位置付けた政策

分野であり、本市の行政資源が限られる中での事業の選択と集中の観点からも、効果的かつ合

理的な成果を得ることができたものと評価できます。 

政策６「健全で開かれたまち」（100％）については、適正かつ効率的な行財政運営の基盤と

なる分野であるため、現時点での達成率が高水準であることに安住することなく、持続可能な

まちづくりの実現に向け、健全な財政運営の確保や自治体ＤＸの推進等の業務改革を更に徹底

していく必要があります。 

一方で、良好な結果が得られなかった政策５「活力あふれるまち」（33.3％）については、各

基本事業の指標においても達成率が低くなっている（28.6％）ことから、各基本事業のねらい

や目指す姿の再確認も含め抜本的に見直し、各施策の推進に向けまき直しを図っていくことが

求められます。 

 

こうした状況を踏まえ、後期基本計画の策定に当たっては、前期基本計画策定以後の取組状

況、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の社会環境の変化、各施策内の個別計画の方向性、

市民意識の変化等を精査・分析した上で、各指標の再設計、重点分野として位置付ける基本事

業の再設定等の改善作業を行い、効果的な推進体系として基本計画を総体的に再構築する必要

があります。 
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区分 達成 改善
横ばい
・悪化

未確定

政策１　子どもの成長を支えるまち 施策 9項目 1項目 5項目 -

1-1　子育て支援の充実 4項目 2項目 3項目 -

1-2　母子保健と子どもに関する医療の充実 5項目 1項目 2項目 -

1-3　支援を必要とする子ども・家庭へのきめ細かな取り組み 6項目 - - -

1-4　学校・家庭・地域の連携による教育の推進 4項目 - 2項目 -

1-5　学校教育の充実 9項目 - 5項目 -

計 28項目 3項目 12項目 0項目

政策２　健康でいきいきと暮らせるまち 施策 5項目 - 4項目 -

2-1　地域福祉の推進 5項目 2項目 3項目 -

2-2　保健・医療の充実 4項目 1項目 2項目 -

2-3　高齢者福祉の充実 4項目 - 2項目 -

2-4　障がい者福祉の充実 4項目 - 3項目 -

2-5　社会保障制度の適正な運営 3項目 1項目 2項目 1項目

2-6　生涯学習の推進 5項目 - 1項目 -

2-7　スポーツ活動の推進 4項目 - 1項目 -

計 29項目 4項目 14項目 1項目

政策３　みんなが参加し育てるまち 施策 2項目 - 2項目 -

3-1　市民参画と協働の充実 7項目 - 1項目 -

3-2　暮らしを支える地域活動の支援 2項目 - 3項目 -

3-3　平和と人権の尊重 2項目 1項目 4項目 -

計 11項目 1項目 8項目 0項目

政策４　快適で安心・安全なまち 施策 7項目 1項目 6項目 -

4-1　豊かな住環境 7項目 2項目 2項目 -

4-2　バランスのある土地利用の推進 2項目 1項目 2項目 -

4-3　環境にやさしいまちづくり 2項目 3項目 1項目 -

4-4　道路、上・下水道、河川の整備 7項目 2項目 1項目 -

4-5　防犯・交通・消費者対策の強化 5項目 1項目 3項目 -

4-6　消防・防災の充実 8項目 1項目 1項目 -

計 31項目 10項目 10項目 0項目

政策５　活力あふれるまち 施策 1項目 - 2項目 -

5-1　農業・商業・工業の振興 4項目 1項目 5項目 -

5-2　文化財の活用・保護 2項目 3項目 3項目 -

5-3　就労対策の充実 - - 3項目 -

計 6項目 4項目 11項目 0項目

政策６　健全で開かれたまち 施策 3項目 - - 1項目

6-1　市民との情報共有 5項目 1項目 1項目 -

6-2　適正な事務の執行 6項目 - 10項目 -

6-3　効果的かつ効率的な行財政運営の推進 9項目 1項目 3項目 1項目

計 20項目 2項目 14項目 1項目

基本事業

基本事業

基本事業

基本事業

基本事業

基本事業
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施策における指標の達成度別の指標は以下のとおりです。 

【達成した指標】 

施策 指  標 

1-1 安心して子どもを育てることができる環境が整っていると思う保護者の割合 

1-1 年少人口割合 

1-2 乳幼児健康診査で精密検査等が必要とされた子どもが必要な医療を受けた割合（４か月児健診） 

1-2 乳幼児健康診査で精密検査等が必要とされた子どもが必要な医療を受けた割合（１歳６か月児健診） 

1-3 児童虐待に関する関係機関との連携の割合 

1-3 児童発達支援センターを利用する保護者の満足度 

1-3 障害児学童保育室を利用する保護者の満足度 

1-4 学校・家庭・地域の連携がとれていると思う市民の割合 

1-5 勉強が好きだと思う生徒の割合 

2-2 65歳健康寿命（男） 

2-2 65歳健康寿命（女） 

2-4 １週間に３日以上外出している障がい者の割合 

2-4 収入を伴う仕事をしている障がい者の割合 

2-6 生涯学習に取り組んでいる市民の割合 

3-1 市民参画と協働によるまちづくりに取り組んでいると思う市民の割合 

3-3 人権が尊重されているまちだと思う市民の割合 

4-2 農住工商バランスの取れた、安全・快適・活力を備えた土地利用がされていると思う市民の割合 

4-3 市民一人 1日あたりのごみ排出量 

4-3 事業所公害・生活公害による事件数 

4-4 道路に関する市民満足度 

4-4 水道水の供給事故件数 

4-4 床下および床上浸水家屋数 

4-5 人口千人あたりの交通事故件数 

5-2 文化財を見学または学習した市民の割合 

6-1 市民と行政の間で市政情報が共有されていると思う市民の割合 

6-2 適正に事務が執行されていると思う職員の割合 

6-3 効果的かつ効率的な行財政運営が推進されていると思う市民の割合 

 

【改善した指標】 

施策 指  標 

1-2 乳幼児健康診査で精密検査等が必要とされた子どもが必要な医療を受けた割合（３歳児健診） 

4-5 人口千人あたりの犯罪件数 

 

【横ばい・悪化した指標】 

施策 指  標 

1-1 合計特殊出生率 

1-5 勉強が好きだと思う児童の割合 

1-5 不登校児童生徒数 



28 

施策 指  標 

1-5 運動・スポーツをすることが好きな児童の割合 

1-5 運動・スポーツをすることが好きな生徒の割合 

2-1 地域での支え合い、助け合い（共助）ができていると思う市民の割合 

2-3 65歳以上の高齢者の要介護・要支援認定率 

2-4 十分にサービスを利用できていると思う障がい者の割合 

2-7 週２回以上のスポーツ実施率 

3-2 地域活動に参加している市民の割合 

3-3 あらゆる分野で男女が対等に参画していると思う市民の割合 

4-1 安全で安らげるまちなみとなっていると思う市民の割合 

4-1 日常の移動の交通手段がなくて困っている市民の割合 

4-3 地球環境に優しい取り組みの平均実践項目数 

4-4 汚水処理人口率 

4-6 災害による負傷者および死亡者数 

4-6 火災による負傷者および死亡者数 

5-1 市内総生産 

5-3 就労対策の利用者数 
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（６）人口ビジョンの検証 

平成 28年 3月に策定した「北本市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」で試算した将来推計

人口と実績を比較すると、令和元年度末（令和２年３月末）の人口は 66,230 人で、【Ｂ】試算１

（将来展望）と同程度の数値を達成しています。 

また、人口ビジョン策定時の試算条件にて、最新値を使用して改めてシミュレーションを行っ

たところ、新シミュレーションにおいても、人口ビジョン策定時の将来展望と同程度の試算とな

っています。年齢３区分別にみると、将来展望に比べて高齢化が進み、今後も少子高齢化が加速

すると見込まれています。 

 

■人口ビジョン策定時の試算条件 

【A】 

現状維持 

出生率 平成 24 から 26 年までの出生率の平均 1.06 

生残率 社人研が推計した平成 22 年から平成 27 年までの 5 年間の生残率の仮定値 

移動率 平成 21 年度末と平成 26 年度末の比較より算出した移動率 

【B】 

試算１ 

（将来展望） 

出生率 
国の長期ビジョン（令和 22 年に 2.07）から－0.4 ポイントを維持（令和 12 年に
1.30、令和 17 年に 1.54 に向上） 

生残率 社人研が推計した平成 22 年から平成 27 年までの 5 年間の生残率の仮定値 

移動率 
令和２年以降、15～49 歳の移動率（移動による減少率）を【現状維持】の５割
に改善 

【C】 

試算２ 

出生率 
国の長期ビジョン（令和 22 年に 2.07）に追いつくように上昇させる（令和 7 年
に 1.46、令和 17 年に 1.87 に向上） 

生残率 社人研が推計した平成 22 年から平成 27 年までの 5 年間の生残率の仮定値 

移動率 令和２年以降、15～49 歳の移動率（移動による減少率）を±０に改善 

 

■新シミュレーションの試算条件 

【A】 

現状維持 

出生率 平成 26 年から令和元年までの出生率の平均 1.09 

生残率 社人研が推計した平成 27 年から令和 2 年までの 5 年間の生残率の仮定値 

移動率 平成 26 年度末と令和元年度末の比較より算出した移動率 

【B】 

試算１ 

（将来展望） 

出生率 
国の長期ビジョン（令和 22 年に 2.07）から－0.24 ポイントを維持（令和 12 年
に 1.34、令和 17 年に 1.695 に向上） 

生残率 社人研が推計した平成 27 年から令和 2 年までの 5 年間の生残率の仮定値 

移動率 
令和２年以降、15～49 歳の移動率（移動による減少率）を【現状維持】の５割
に改善 

【C】 

試算２ 

出生率 
国の長期ビジョン（令和 22 年に 2.07）に追いつくように上昇させる（令和 7 年
に 1.46、令和 17 年に 1.87 に向上） 

生残率 社人研が推計した平成 27 年から令和 2 年までの 5 年間の生残率の仮定値 

移動率 令和２年以降、15～49 歳の移動率（移動による減少率）を±０に改善 
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【総人口の推計の比較（各年度末時点）】 

 

 

 
 

【将来展望における年齢３区分別人口割合の推計の比較】 

 

 

  

H26 R1 R6 R11 R16
【A】現状維持 68,440 65,709 62,072 57,665 52,698
【B】試算１（将来展望） 68,440 66,289 63,561 60,139 56,256
【C】試算２ 68,440 66,597 64,651 62,216 59,424
【A】現状維持 68,440 66,230 62,767 58,514 53,680
【B】試算１（将来展望） 68,440 66,230 63,107 59,929 56,234
【C】試算２ 68,440 66,230 64,108 61,617 58,690

人口ビジョン

新シミュレーション

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

R1 R6 R11 R16

人口ビジョン 【B】試算１（将来展望） 新シミュレーション 【C】試算２

新シミュレーション 【B】試算１（将来展望） 新シミュレーション 【A】現状維持

（人）

【C】試算２

令和７年度末63,610人 【B】試算１（将来展望）

令和７年度末62,472人

【A】現状維持

令和７年度末61,916人

H26 R1 R6 R11 R16
0～14歳 11.6% 10.4% 9.8% 10.0% 10.6%
15～64歳 61.4% 58.6% 57.4% 56.1% 54.2%
65歳以上 27.0% 31.0% 32.8% 33.9% 35.2%
0～14歳 11.6% 10.3% 9.5% 9.5% 10.0%
15～64歳 61.4% 58.1% 56.4% 54.9% 52.5%
65歳以上 27.0% 31.6% 34.1% 35.7% 37.5%

人口ビジョン

新シミュレーション

は実績を示す

は実績を示す
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Ⅱ 後期基本計画 
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■計画書のみかた 
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1-1 子育て支援の充実  

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

安心して子育てができるよう、子育てに関する相談体制を整備するとともに、各種支援制度により、

子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります。多様化する保育ニーズに対応したサービスの提供と、安全

な環境の子どもの居場所づくりを進めます。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

市の子育て支援策が充実して

いると思う子育て世帯の割合 

   
－ 

安心して子どもを育てることがで

きる環境を整備すること。 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

○核家族化の進行や共働き世帯、ひとり親世帯の増加等により、子育て世帯の孤立化が進み、子育てに

対する不安や負担感が増大しています。 

〇令和元年１０月から幼児教育・保育が無償化されたことに伴い、保育ニーズが高まり、希望者が増加す

るほか、利便性とともに、保育の質を重視する保護者の増加が見込まれます。 

〇未就学児とその保護者が日中に、小・中学生等が放課後等に安全・安心に過ごし、学びや体験を行う

ことのできる居場所を充実することが求められています。 

〇安心して子どもを産み育てていくためには、経済的な安定が不可欠であり、子育てに伴う経済的負担

の軽減を図ることが、引き続き求められています。 

 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

第二期北本市子ども・子育て支援事業計画 R2～R6 

第２期北本市教育基本振興計画 H30~R4 
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■基本事業 

1-1-1 保育サービスの充実 【重点】 

通常保育の内容が充実しているとともに、多様化する保育ニーズに対応するサービスが提供されていま

す。 

主な取組・・・民間保育所への運営補助、小規模保育事業の開設支援、特別保育（延長保育・病児保育・病後児保育等）

の実施 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

保育所（園）待機児童数  5.4.1   

市の保育サービスが充実していると思う利用者の割合  5.4.1   

 

1-1-2 子どもの居場所づくり 【重点】 

安全・安心な環境で過ごし、心身ともに健康に育っています。 

主な取組・・・児童館の運営、学童保育・放課後子ども教室の充実、ファミリー・サポート・センターによる預かり、北本

市営ナイトスクール 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

子どもの放課後の居場所があると思う保護者の割合  －   

 

1-1-3 子育て不安の解消 【重点】 

・必要に応じた子育て支援サービスを受けることができます。 

・子育てに不安を持つ保護者が相談しやすい体制が整っています。 

主な取組・・・地域子育て支援拠点の運営、乳児家庭全戸訪問の実施、子どもに関する相談、子育て世代包括支援セン

ターの運営 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

子育てについて相談する機関・人がいる保護者の割合  －   

 

1-1-4 子育ての経済的負担の軽減 【重点】 

各種支援制度により経済的負担が軽減されています。 

主な取組・・・児童手当、児童扶養手当、こども医療費、多子世帯・ひとり親世帯への給付、ベビーベッド等の貸出し、交

通遺児手当の支給 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

経済的な支援制度の対象児童数に対する平均支援充足度  －   
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1-2 母子保健と子どもに関する医療の充実  

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

安心して子どもを産み育てられるよう、母体の健康管理に努めるとともに、環境づくりを進めます。乳

幼児の健やかな成長を促すため、健康診査や予防接種を実施します。また、必要に応じて適切に医療が

受けられるよう小児初期・二次救急医療体制を整えます。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

乳幼児健康診査で

精密検査等が必要

とされた子どもが

必要な医療を受け

た割合 

4か月児健診    

－ 

妊娠期から乳幼児期までの保健

指導を充実させ、医療が必要な

子どもと医療とを結びつけるこ

と 

1 歳 6 か月児健

診 
   

3歳児健診    

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

○晩産化や医療技術の進歩等により、不妊に関する検査や治療を希望する人の増加が見込まれます。 

○平成２９年度から令和元年度までの３年間における乳幼児健診の平均受診率は、４か月児健診で

100％、１歳６か月児健診で９４.４％、３歳児健診で８７％と、年齢が上がるにつれて低下する傾向が

みられます。 

〇子どもの健康を確保するために、医療のみならず生活面を含めてサポートする「かかりつけ医」の定着

が求められています。 

〇市と医療機関との連携による地域における小児救急医療体制の充実が求められています。 

○子どもの予防接種の対象疾患は増加傾向にあり、接種にかかる保護者の経済的負担も大きくなって

います。 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

第二期北本市子ども・子育て支援事業計画 R2～R6 
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■基本事業 

1-2-1 妊娠・出産に関する保健・医療の充実 【重点】 

母体の健康管理ができています。 

主な取組・・・産科医に対する手当支給、不妊治療費補助、妊婦健診助成、産前サポート・産後ケア事業の実施 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

妊婦が妊娠健康診査を受診した回数  －   

 

1-2-2 子どもに関する医療体制の充実 【重点】 

適切に医療が受けられています。 

主な取組・・・小児救急医療運営費の負担、未熟児養育医療費の助成、小児初期・小児二次救急医療の実施 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

子どもにかかりつけ医がいる世帯割合  －   

 

1-2-3 子どもに関する保健の充実 【重点】 

子どもが心身ともに健やかに育っています。 

主な取組・・・乳幼児健診の実施、乳児家庭全戸訪問、育児相談の実施、定期予防接種の実施、任意予防接種費用の助

成 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

健康診査を受診した子どもの割合 

4か月児健診  －   

1歳 6か月児健診  －   

3歳児健診  －   

麻しん風しんワクチン（2期）を接種した子どもの割合  －   
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1-3 支援を必要とする子ども・家庭へのきめ細かな取り組み 

 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

障がいのある児童が安心して自立した生活ができるよう、児童および保護者への早期支援・相談体制

の充実に努めます。子どもにとって家庭が安心・安全に育つことができる環境となるよう、要保護児童

等への支援と児童虐待防止対策を実施します。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

障がい児福祉サービスの利用

率 
   － 

ニーズにあったサービスの提供の

ため、利用状況を確認すること 

栄養状態の不良な

子どもの割合 

３歳児    2.2.2 健診時に子どもの生活上の課題を

発見すること ６歳児    2.2.2 

虐待による死亡件数    － 
虐待による死亡が発生しない環境

を整えていくこと 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

○子育て世帯の抱える課題が、児童虐待や子どもの貧困問題など複雑化、複合化していることに伴い、

相談件数が増加してきています。また、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う外出の自粛等により、

子育て世帯の孤立化が社会的な問題となっています。 

〇妊娠初期から学齢期までにおいて、それぞれの段階に対応した切れ目のない支援が求められていま

す。妊産婦や乳幼児の生活の質の向上と、良好な生育環境の実現を図ることのほか、地域の子育て資

源の育成等を通して、包括的な支援を提供することが重要です。 

○障がい児支援ニーズにきめ細かな対応をしていくためにも、相談員等の専門性の向上や児童虐待防

止に向けた関係機関の連携体制の強化、障がいの早期発見や早期からの療育など支援に取り組んで

いく必要があります。 

〇令和３年９月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行され、日常生活におい

て、恒常的に医療的ケアが必要な児童とその家族への個々の状況等に応じた支援を充実していくこ

とが求められています。 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

第二期北本市子ども・子育て支援事業計画 R2～R6 
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■基本事業 

1-3-１ 保健・福祉・教育の連携の充実 【重点】 

乳幼児期から学齢期まで切れ目ない支援体制が整っています。 

主な取組・・・学校と障害児通所支援事業所等との連携強化、保護者支援のための相談窓口の整理、保護者同士の交

流の場の創出 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

生活困窮者世帯及び生活保護世帯の学習支援対象者の高等学校進学率  －   

 

1-3-２ 障がい児福祉サービスの充実 

障がいのある児童および保護者への支援体制が整っています。 

主な取組・・・児童発達支援、放課後デイサービス等の通所支援、日常生活用具等の給付、医療的ケアが必要な障がい

児への支援 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

障害児学童保育室の待機児童数  －   

障がい児保育の待機児童数  －   

 

1-3-３ 要配慮家庭への支援の充実 

家庭が子どもにとって、安心・安全に育つ環境となっています。 

主な取組・・・子どもに関する相談支援、母子生活支援施設への入所措置、要保護児童対策地域協議会の運営 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

要保護児童発見時の通報義務の認知度  －   

地域からの通報・相談件数  －   
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1-4 学校・家庭・地域の連携による教育の推進 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

子どもが家庭で基本的生活習慣を身に付けられるようにするとともに、保護者の学校活動への参加

意識を高めます。地域住民の力を借りて子どもたちの学びや体験の場を確保し、地域と一体となった活

動により青少年の健全育成に努めます。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

自分にはよいところがあると思

う児童・生徒の割合 
   － 

あらゆる体験や学習の機会を通し

て、自己肯定感を高めていくこと 

地域に学習の機会と場がある

児童・生徒の割合 
   － 

運動、習い事等を地域で学んでい

る児童・生徒数を把握することで、

地域における学習の機会と場の充

実度を測ること 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇前期基本計画において、家庭における生活習慣の習熟度を測る「児童生徒における基本的生活習慣

実践平均項目数（全7項目）」については、平成２８年度では4.30であったことに対し、令和２年度で

は 4.20と減少しています。 

〇地域に継承されている歴史・文化の学習や、社会奉仕体験のほか、スポーツ活動等を通して、子ども

の主体的な学びを促進するとともに、地域住民と子どもとの結びつきを深めることにより、家庭・地

域の教育力を高めることが求められています。 

○本市では、平成３１年度（令和元年度）よりコミュニティ・スクールを設置し、運営を開始しています。学

校運営に地域住民や保護者の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進め

ていく必要があります。 

○子ども同士での集団での遊び・運動の時間や空間が減少し、体力も低下傾向にあります。 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

第二期北本市教育振興基本計画 H30~R4 
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■基本事業 

1-4-1 家庭の教育力の向上 

・家庭の教育力の向上により、基本的な生活習慣が身につくとともに、自立心が育まれています。 

・子どもの教育への関心が高まっています。 

主な取組・・・家庭教育学級・子育て講座の開催 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

児童生徒における基本的生活習慣平均実践項目数（全 7項目）  －   

 

1-4-2 家庭・地域との協働による学校運営の推進 【重点】 

地域の方が学校行事に参加することにより、学校の教育活動が多彩で活発なものとなっています。 

主な取組・・・PTA活動の支援、コミュニティ・スクール（学校運営協議会） 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

学校応援団の活動回数  －   

 

1-4-3 子どもの多様な体験・学習機会の充実 

地域において子どもたちの学びや体験の機会と場が充実しています。 

主な取組・・・こども図書館の運営、学校応援団の推進、社会教育関係団体の活動支援 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

子どもの図書館の利用割合（中央図書館・こども図書館）  －   

地域で学習支援等公益的な活動に取り組む団体数  －   

 

1-4-４ 青少年健全育成の推進 

地域が一体となった見守り活動等により、青少年が健全に育成されています。 

主な取組・・・青少年育成市民会議の活動支援、青少年問題協議会・青少年指導委員会の運営 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

刑法犯少年の人口比率  －   
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1-5 学校教育の充実 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

これからの社会を生きるために、確かな学力、豊かな心、健やかな体といった知・徳・体のバランスの

取れた「生きる力」を育むことができるよう、教育の充実に努めるとともに、障がいのある子どもたちへ

の適切な教育を行います。また、子どもたちの発達段階に応じた安全・安心で質の高い学校施設の整備

に努めます。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

学力が伸びた児童・生徒数の割

合 

    義務教育を通して基礎的な学力を

向上させること 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇小学校は令和２年度から、中学校は令和３年度から新たな学習指導要領に沿った教育が開始されまし

た。言語能力や問題発見・解決能力など学習の基盤となる基礎的な資質・能力を高めるとともに、自

らが「主体的に学び」、他者との「対話的な学び」を通して自己の考えを広げ、知識や情報から考えを形

成する等「深い学び」を行うことにより、生涯にわたって能動的に学び続けられる力を育むことが求め

られています。 

〇学校教育法では、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「主体的に学習に取り組む態度」を学校教

育において重視すべき三要素としており、学習到達度調査（PISA）によると、子どもたちは、判断の

根拠や理由を示しながら自分の考えを述べる力が低いとされています。 

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のための対策を講じつつ、様々な工夫による学習や体験

機会を確保していくことが重要です。 

○障がいのある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高めることで、生活や学

習上の困りごとを克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育の充実が求められ

ています。 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

第二期北本市教育振興基本計画 H30~R4 
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■基本事業 

1-5-１ 確かな学力の育成 【重点】 

学習指導要領に基づいた授業により、学習する内容を児童・生徒が理解できています。 

主な取組・・・小中一貫教育の推進、学力向上の推進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

学力テストにおける児童正答率（国・県平均値との比較）     

学力テストにおける生徒正答率（国・県平均値との比較）     

 

1-5-２ 豊かな心と健やかな体の育成 

・児童生徒が基礎的な身体能力を身につけています。 

・自らの健康を適切に管理し改善することができています。 

・道徳や人権の教育とともに体験活動等を通して豊かな心を育みます。 

主な取組・・・児童生徒の体力向上事業、食育の推進、歯科指導、フッ化物洗口の実施、心の健康教育の推進、人権教

育の推進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

新体力テスト総合評価５ランク中上位３ランクの児童の割合（県との比較）     

新体力テスト総合評価５ランク中上位３ランクの生徒の割合（県との比較）     

人権をテーマとした授業の実施時間数     

 

1-5-３ 特別支援教育の充実 【重点】 

障がいのある児童生徒に対する適切な教育が行われています。 

主な取組・・・個別の支援計画の作成、特別支援教育コーディネーターの指名、特別支援教育支援員の配置 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

特別支援学校教諭免許所有教員の割合     

 

1-5-４ 教育相談の推進 

学校生活での不安を相談できます。 

主な取組・・・SC（スクールカウンセラー）・SSW（スクールソーシャルワーカー）・教育相談員等の配置、適応指導教室、

職員研修による資質向上 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

身近な相談員（さわやか相談員・教育相談員・学校教育カウンセラー）へ

の相談の解決率 
    

 

1-5-５ 教育環境の整備 

安全に、安心して学校生活を送ることができる教育環境が整っています。 

主な取組・・・ICT環境の整備、給食室の建替え、学校規模の適正化・適正配置 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

学校施設の維持管理上の不具合により施設を使用できなかった件数     

登下校時の交通事故件数     
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2-1 地域福祉の推進 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

誰もが住み慣れた家庭や地域のなかでその人らしい安心した生活を送るため、福祉にかかわる人材

や組織の育成、地域での声かけや見守り活動などによる助け合いの仕組みづくりを進めるとともに、日

常生活で困っていることを相談できる体制を整えます。また、結婚を希望する人への支援を行います。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

相談した困りごとの解決が図ら

れたと感じる市民の割合 
   － 

行政や地域といった様々な支え手・

担い手の支援により、困りごとの解

決が図られていること 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇８０５０問題、生活困窮、地域での孤立、引きこもり等、地域での福祉課題は複合化・複雑化していると

ともに、その「発見」が困難な事例も多いため、行政と地域との重層的な支援体制を構築し、包括的に

支援していく地域共生社会の実現が求められています。 

〇複合化・複雑化する地域の福祉課題に対し、家庭や地域の中でその人が自分らしい安心した生活が送

れるよう、自立を支援するボランティアやＮＰＯ、地域活動団体等の人材の育成、担い手の確保が重要

です。 

〇地域のつながりが希薄化していることに加え、コロナ禍における外出の自粛等に伴い、ひとり暮らし

の高齢者やひとり親家庭の子ども等が孤立する懸念があるため、相談できる場所や相手を身近に確

保するとともに、地域での支え合いや見守り体制を構築することが重要です。 

〇人権を尊重する地域づくりに向けて、差別や偏見、虐待の防止対策と、権利擁護制度の普及に取り組

むことが求められています。 

 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

第二次北本市地域福祉計画 H30～R4 
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■基本事業 

2-1-1 福祉意識の醸成 

地域福祉活動に参加する人が増えています。 

主な取組・・・広報への啓発記事の掲載、出前講座の実施、学校・地域における福祉教育の推進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

地域福祉活動に参加したことがある市民の割合  －   

 

2-1-2 福祉に関わる人材・組織の育成 

地域福祉活動を担う市民や団体が増えています。 

主な取組・・・担い手養成講座の開催、サロン立ち上げ支援、ボランティア活動支援 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

ボランティア登録者割合  －   

ボランティア団体数  －   

 

2-1-3 多様な交流・見守り活動の推進 

・身近な地域での関わりを豊かにして地域の声かけや見守り活動が活発に行われています。 

主な取組・・・ちょこっと困りごとサービス、家事援助サービス、避難行動要支援体制の強化、民生委員・児童委員活動

支援 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

民生委員・児童委員の充足率  －   

民生委員・児童委員の世帯把握率  －   

避難行動要支援者名簿の同意者の割合  －   

 

2-1-4 重層的支援体制の構築 【重点】 

・地域共生社会の実現を目指し、行政と地域とが連携して相談機能を充実させ、市民が抱える福祉的な課

題の解決に取り組んでいます。 

・市民が尊厳のある生活を送っています。 

主な取組・・・SNS やアウトリーチなど多様な相談の充実、総合福祉センター・地域包括支援センター・子育て支援セン

ター・地域活動支援センター等の連携、相談支援事業の推進、成年後見制度利用支援事業、社会福祉協

議会への支援 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

子育て、介護、生活困窮、障がい等に関する日常生活上のあらゆる困り

ごとを相談する場所や人がいる市民の割合 
 －   
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2-2 保健・医療の充実 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

高齢化が進む中で、健康寿命を延ばし自立した健康な生活を送るため、健康づくり事業の拡充や疾病

予防・早期発見により早期治療へつなげられる環境の整備を進めます。適切な医療を受けることができ

る環境を整えるため、「かかりつけ医」などを持つことなどの普及啓発活動に取り組みます。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

６５歳健康寿命    － 健康的な生活を維持すること 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇本市の健康寿命は、平成２８年度は男１７.５２歳、女19.94歳、令和元年度は男18.43歳、女20.72

歳と大きく延びており、男女とも県平均を上回っています。平均寿命とともに、引き続き自立して過

ごせる期間（健康寿命）を延ばすことが求められています。 

〇平成３０年度における市内の死因別死亡数は、がんが２０５人と最も多く、全体の３割以上を占めてい

るほか、心疾患、肺炎による死亡数も多くなっています。 

〇食生活や運動習慣、喫煙、飲酒などの習慣により、生活習慣病が引き起こされることを踏まえ、市民

の健康的な生活を送ることができる支援により、病気を予防する取組が求められています。 

〇医師の偏在が進む中、人口１０万人当たり一般病院数・一般病床数、同診療所数、同医師数は、近隣市

と比較して高い水準にあります。 

○地域医療の中核病院である北里大学メディカルセンターと、多くの医療機関が立地している強みを生

かし、病診連携の強化を図っていくことが重要です。 

〇新型コロナウイルス感染症は、身体や心理面にとどまらず日常生活のあらゆることに影響を及ぼして

います。このため、住民が健康的な生活を送ることができるよう適切に予防接種を進めていく等新し

い生活様式に配慮した感染を予防する取組とともに、重症化を防止する対策を講じる必要がありま

す。 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

北本市みんないきいき！健康なまちづくりプラン（健康増進計画・

食育推進計画） 

H26～R5 

北本市第三期特定健康診査等実施計画 H30～R5 

北本市国民健康保険データヘルス計画 H30～R5 
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■基本事業 

2-2-1 生活習慣の改善 

市民が継続して気軽に健康づくりに取り組んでいます。 

主な取組・・・各種健康教室・講座の開催、事後講座・フォローアップの実施、健康体力づくり市民会議の運営 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

健康増進に関する取組の平均実践項目数（全 12項目）  －   

人口 10万人あたり生活習慣病の患者数  －   

 

2-2-２ 疾病の予防・早期発見 

疾病の予防・早期発見、早期治療ができています。 

主な取組・・・特定健診・特定保健指導・がん検診の受診促進、歯科保健の推進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

国保加入者のうち特定健康診査を受診した人の割合  －   

 

2-2-3 地域医療の充実 

・適切な医療を受けることで安心して生活できる環境が整っています。 

主な取組・・・医師会・歯科医師会への補助、救急医療体制の整備 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

かかりつけ医がいる人の割合  －   

 

2-2-４ 感染症予防・重症化防止対策の推進 【重点】 

感染症の予防が徹底されるとともに、予防接種が適切に促進されています。 

主な取組・・・予防接種・感染症予防の推進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

65歳以上でインフルエンザ定期予防接種を受けている人の割合  －   

65歳で肺炎球菌ワクチンを受けている人の割合  －   
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2-3 高齢者福祉の充実 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活を送るため、高齢者の就労や地域活動、ボランティア活

動などの社会参加の場を拡充するとともに、健康づくりの習慣化を促します。市民が助け合い、地域や

行政が支援する地域包括ケアシステムの構築を進めます。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

６５歳以上の高齢者の要介護・

要支援認定率 
   － 

ニーズにあったサービスの提供の

ため、要介護・要支援認定の状況を

把握すること 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年（令和７年）や、団塊ジュニア世代が６５歳以上となる２０４０

年（令和２２年）を見据え、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を送るために、医療、介護、介

護予防、住まい、生活支援を包括的に行う体制（地域包括ケアシステム）を強化することが課題となっ

ています。 

〇要支援・要介護認定率は、全国及び埼玉県の平均値を下回る水準にあるものの、平成２８年度での１２.

８％に対し、令和２年度では１４.１％と増加傾向にあります。引き続き、介護予防に取り組むとともに、

介護ニーズに対応したサービス提供体制を整備していく必要があります。 

〇高齢者の孤立を防ぐためにも、生涯学習活動やボランティア活動等の社会参加活動を通した「人と人

とが関わり合う機会」を増やすことが重要です。こうした活動は、心の豊かさや生きがいを得られると

ともに、自身の健康につながるといわれています。 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

北本市高齢者福祉計画２０２１・第８期介護保険事業計画 R3~R5 
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■基本事業 

2-3-1 生きがいと社会参加の促進 

高齢者が就労や地域活動、生涯学習活動、ボランティア活動等の社会参加をしています。 

主な取組・・・シルバー人材センターの運営支援、居場所づくりの推進（通いの場、サロン活動） 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

社会参加している高齢者の割合  －   

 

2-3-2 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

・健康づくりを習慣化して健康維持を目指しています。 

・市を中心として、社会福祉法人や NPO、ボランティア、企業等との連携による生活支援体制が構築され

ています。 

主な取組・・・介護予防・生活支援サービス、一般介護予防事業の推進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

高齢者の健康増進に関する取組の平均実践項目数（全 12項目）  －   

 

2-3-3 包括的支援事業の推進 【重点】 

高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活を送ることができます。 

主な取組・・・地域ケア会議の開催、在宅医療・介護連携の推進、認知症対策の充実、生活支援体制の整備 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

要支援・要介護認定者が日常生活において支援を受ける等し不便を感じ

ていない人の割合 
 －   

在宅生活の継続が困難な要支援・要介護認定者の割合  －   

認知症状を有する高齢者の割合  －   

 

2-3-４ 介護保険サービス提供基盤の整備促進 

介護ニーズに応じたサービス体制が整っています。 

主な取組・・・地域密着型サービスの整備促進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

グループホーム整備数  －   
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2-4 障がい者福祉の充実 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

障がい者が安心して日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービス事業所の運営

を支援するとともに、障害福祉サービスや地域生活支援事業を推進します。就労を希望する障がい者が、

働く場や機会を得られるよう、障がい者就労支援センターの運営に努めます。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

自らが主体的に生活を営むこと

ができていると感じる障がい者

の割合 

   － 
障がい者が安心して生活できる環

境をつくること 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇あらゆる人権を保護し、尊厳を尊重することを標榜する障害者権利条約の理念に基づき、差別の解消

や雇用促進等のための法令が整備されています。 

〇身体障害者手帳及び療育手帳の所持者は横ばいで推移し、精神障害者保健福祉手帳の所持者は急増

しています。 

〇障がい者の家族の高齢化が進み、「親亡き後」を見据えた支援の充実が求められています。 

〇令和２年４月に「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、短時間で

あれば就労可能な障がい者の雇用を促進することや、継続雇用を支援していくことが位置付けられま

した。 

〇「障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援」「市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別に

よらない一元的な障害福祉サービスの実施」「入所等から地域生活への移行、地域生活の継続支援、

就労や社会参加等の課題に対応したサービス提供体制の整備」が望まれています。 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

第三次北本市障害者福祉計画 H29~R8 

北本市第六期障害福祉計画 R3～R5 

北本市第二期障害児福祉計画 R3～R5 
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■基本事業 

2-4-1 自立支援の推進 

障害福祉サービスが十分に提供され、サービスを必要としている障がい者が利用しています。 

主な取組・・・各種手当の支給、円滑な移動のための環境整備、障害福祉サービス（自立支援給付）、居住の場の確保 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

障害福祉サービスが充実していると感じる障がい者の割合  －   

 

2-4-2 地域生活支援事業の充実 

地域生活支援事業を十分に提供する環境が整っています。 

主な取組・・・理解促進研修・啓発事業の推進、相談支援事業の充実、地域活動支援センターの支援 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

地域生活支援事業【任意事業】の利用率  －   

 

2-4-3 障がい者の就労・社会参加支援 【重点】 

・就労を希望する障がい者が就労しています。 

・社会参加をしている障がい者が増えています。 

主な取組・・・障がい者就労支援センターの運営 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

就労を希望し、実際に就労している障がい者の割合  －   

障がい者の就労を受け入れている事業所数  －   

社会参加している障がい者の割合  －   
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2-5 社会保障制度の適正な運営 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

すべての市民が安心して生活できるようにするため、社会保障制度の充実や啓発に努めるとともに、

国民健康保険制度、後期高齢者医療制度、介護保険制度では被保険者の適正な負担による安定した運

営を図ります。また、生活困窮者が自立した生活を送れるよう、適切な支援を行います。 

［成果指標］ 

※この施策は、基本的に国の制度（公平な負担による社会保障制度）に基づくものであり、国の政策や社

会経済状況の影響を大きく受けるため、市としての成果指標は設定していません。 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇生活保護世帯に占める高齢者世帯の割合が年々増加しており、就労による自立は難しい状況になっ

ています。 

〇近年、国民健康保険の被保険者数は減少していますが、被保険者の高齢化や医療技術の高度化に伴

い医療費は増加し、国民健康保険の財政状況は厳しい状況にあります。長期的に健全な制度運営を行

うためには、北本市国民健康保険データヘルス計画に基づく効果的な保健事業の展開とともに、国民

健康保険税の収納率の向上が課題となっています。 

〇高齢化の進行に伴い、後期高齢者医療加入や介護が必要な高齢者の増加が見込まれており、持続可

能な後期高齢者医療制度や介護保険制度の運営を行っていくために、医療費や介護給付費の適正化

を図ることが重要です。 

 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

北本市第三期特定健康診査等実施計画 H30～R5 

北本市国民健康保険データヘルス計画 H30～R5 

北本市高齢者福祉計画２０２１・第８期介護保険事業計画 R3～R5 
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■基本事業 

2-5-1 生活困窮者への自立支援 

自立に向けて適切な支援を受けることにより自立しています。 

主な取組・・・生活保護制度の運営、生活困窮者自立支援制度の推進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

就労により自立し生活保護が廃止になった世帯数（累計）  －   

 

2-5-2 国民健康保険制度の適正な運営 

・国民健康保険は、国民皆保険制度の根幹を成す制度であることを理解して、被保険者が適正な負担を行

っています。 

・被保険者自身の健康管理により医療費の伸びが抑制されています。 

主な取組・・・特定健診・保健指導の実施、人工透析移行防止対策、レセプト点検、医療費通知、滞納整理 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

国民健康保険料の現年分収納率  －   

国民健康保険被保険者の一人あたり医療費  －   

 

2-5-3 後期高齢者医療制度の適正な運営 

後期高齢者医療は、75 歳以上の健康保険制度であることを理解して、被保険者が適正な負担を行ってい

ます。 

主な取組・・・健康診査の受診勧奨、人間ドック検診補助、滞納整理、高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

後期高齢者医療保険料の現年分収納率  －   

後期高齢者医療被保険者の一人あたり医療費  －   

 

2-5-4 介護保険制度の適正な運営 

介護保険は、介護を必要とする高齢者の介護等に係る負担を社会全体で支援する制度であることを理解

して、被保険者が適正な負担を行っています。 

主な取組・・・介護予防の推進、介護給付の適正化、滞納整理 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

介護保険料の現年分収納率  －   
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2-6 生涯学習の推進 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

市民が生涯を通じて学習活動に取り組むため、多様な生涯学習の機会を提供するとともに、生涯学習

施設の適切な管理を行います。また、若者や働き盛りの世代も参加しやすい環境づくりを進めます。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

生涯にわたって学習に取り組ん

でいる市民の割合 
   － 

生涯にわたって学習することので

きる機会を提供すること 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇生涯学習に取り組んでいる市民の割合は、平成27年度３８．５％から令和元年度４６．５％へと増加し

ています。 

〇若者や働き盛りの世代を含めて参加しやすい学習環境をつくり、学習意欲を高めていくことが必要に

なっています。また、知識や技能を持つ人が、それを生かせる環境をつくっていくことが重要になって

います。 

〇高度化、専門家、多様化する生涯学習ニーズに対し、連携協定を締結する学校法人や企業をはじめと

した民間団体と連携して学習機会を充実していくことが重要です。 

〇新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン講座や動画配信等新しい生活様式に対応した学

習方法が普及してきたことに伴い、デジタル・ディバイドの解消が課題です。 

 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

第三次北本市生涯学習推進計画 H26～R5 

第二期北本市教育振興基本計画 H30～R4 
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■基本事業 

2-6-1 学習機会の充実 

多様な学習機会が提供され学ぶことができています。 

主な取組・・・市民大学きたもと学苑の運営、市役所出前講座の実施、大学公開講座・子ども大学講座の開催 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

人財情報バンク登録者数  －   

 

2-6-２ 生涯学習施設の適切な管理と利用促進 

生涯学習施設が適切に管理され、市民に利用されています。 

主な取組・・・地区公民館・文化センター等の指定管理、公共施設予約システムの運用 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

生涯学習施設の稼働率  －   

市民一人あたりの図書貸出数  －   

図書館の利用者数  －   

 

2-6-３ 芸術・文化事業の推進 

芸術・文化活動への関心が高まり、鑑賞や自ら活動に参加する市民が増えます。 

主な取組・・・市民文化祭・きたもとピアノフェスティバルの開催、芸術・文化サークル活動の支援 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

芸術・文化活動に参加・鑑賞（オンライン・動画等含む）したことのある市

民の割合 
 －   

 

  



58 

2-7 スポーツ活動の推進 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

市民がスポーツを通じて生きがいづくりや健康づくりをするため、多様なスポーツやレクリエーション

の機会を提供するとともに、体育施設の適切な管理を行います。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

週１回以上のスポーツ実施率    － 
スポーツを行うことで、健康に生活

する市民を増やすこと 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇あらゆる市民が気軽にスポーツに親しめるように、より身近な「地域スポーツ教室」等の充実と子ども

や障がい者、高齢者を対象としたスポーツ事業の展開が必要です。 

〇健康志向が高まる中、新型コロナウイルス感染症の影響により、身体を動かす機会や時間が減少して

いるため、安全・安心な環境においてスポーツに親しむ機会を充実することが重要です。 

○第３２回オリンピック競技大会（２０２０／東京）、東京２０２０パラリンピック競技大会、FIFA ワールド

カップカタール２０２２、ラグビーワールドカップフランス２０２３等の連続して予定されている国際ス

ポーツイベントを契機として、競技を行うだけでなく、みる・ささえる形でスポーツに関わる人も増加

すると見込まれます。 

○体育センターは、オープンから３０年が経過したことに伴う経年劣化による不具合に対し、引き続き適

切に施設管理を行う必要があります。 

 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

北本市スポーツ推進計画 H25～R4 
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■基本事業 

2-7-1 スポーツ機会の充実 

多様なスポーツやレクリエーションを見る、支える、行うことにより、いきいきと生活しています。 

主な取組・・・スポーツ教室・大会の開催、生涯スポーツ・レクリエーションの推進、スポーツ少年団の活動補助、競技活

動支援 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

スポーツを観戦（オンライン・動画等含む）した市民の割合  －   

体育施設の年間延べ利用人数  －   

 

2-7-2 スポーツ施設の適切な管理と利用促進 

体育施設が適切に管理され、市民に利用されています。 

主な取組・・・学校体育館・校庭の開放、体育センターの適切な維持管理 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

体育施設の稼働率  －   

 

2-7-３ スポーツ活動の支援 

市民による主体的なスポーツ活動が活発に行われています。 

主な取組・・・関係スポーツ団体の支援、指導者の育成・支援、スポーツ情報の充実 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

各種スポーツ・レクリエーションの団体数・会員数  －   
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3-1 市民参画と協働の充実 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

地域の現状を把握し、地域が求めるニーズに適切に対応していくため、市民との協働のまちづくりを

進めます。また、市民参画を推進するため、市民関係団体などとの連携を図り、若者から高齢者まで誰

もが参画しやすい環境づくりに努めます。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

市民参画手続きに参画した人数    － 市民の参画を推進すること 

協働により実施した事業の件数 
   

－ 
協働によるまちづくりに取り組むこ

と 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇「北本市市民参画推進条例」と「北本市協働推進条例」に基づき、様々な分野において、「市民の市政参

画」と「市民と行政の協働」が求められています。 

〇市民参画を推進する上で重要なことは、参画しやすい環境づくりです。そのためには、市民をはじめ

市内関係団体などと、様々な分野において連携を図り、若者から高齢者まで幅広い世代の方が参画

できる機会や場所づくりを進め、魅力あるまちづくりを行う必要があります。 

〇地域の現状を把握し、地域の求めるニーズに適切に対応するため、市民と市との協働による取組が求

められています。協働による取組をさらに推進するため、市民の活発な活動を支援するとともに、市

からオープンデータの公表や地域課題の提示を積極的に行い、地域における課題解決に向け取り組

む必要があります。 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

北本市市民公益活動推進計画 H30～R4 
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■基本事業 

3-1-1 市民参画の推進 

市政に参画する市民が増えています。 

主な取組・・・ワークショップ・市民説明会の開催、アンケートの実施 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

附属機関に参画する委員数（実数）  －   

ワークショップに参加した人数  －   

市民説明会への参加率  －   

市民アンケート平均回答率  －   

 

3-1-2 協働の推進 

市民と行政とが対等な立場でともに課題解決に取り組んでいます。 

主な取組・・・アダプトプログラム・協働事業提案制度の実施、市民公益活動の普及啓発及び活動団体の支援 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

協働パートナー登録件数  －   

協働事業に係る相談件数  －   
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3-2 暮らしを支える地域活動の支援 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

地域で安心して生活を送るため、地域活動団体の重要性を高め、自治会やコミュニティ活動の維持お

よび自立性の確保を支援するとともに、市民への地域活動参加の啓発に努めます。また、地域活動の拠

点である集会施設の整備や修繕などを支援します。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

地域活動に参加している市民の

割合 
   － 

地域活動に参加する市民を増やし、

地域を活性化させること 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇令和２年度北本市市民アンケートの結果から、高齢になると職場の人との関係は薄れ、友人・知人や

近所の人との関係が強くなることが見てとれます。そのため、地域での活動に大きな役割を果たして

いる自治会等の組織の維持や活性化する具体的な方策の展開が必要です。 

〇市と自治会等の市民団体が、それぞれの立場や位置づけ等を踏まえた役割分担を行い、自立性の確

保に配慮することが重要です。 

〇活発な地域活動の拠点施設となるよう、自治会集会施設の新規整備や老朽化した施設の修繕、建替

え等、施設の整備や維持管理が必要です。 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

北本市市民公益活動推進計画 H30～R4 
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■基本事業 

3-2-1 地域活動の推進 

地域活動の重要性を理解し、参画意識がある市民が増えています。 

主な取組・・・自治会への加入促進、自治会・コミュニティへの支援 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

自治会に加入している世帯の割合  －   

 

3-2-2 地域活動拠点の確保 

地域活動の拠点施設が確保・管理され活発に利用されています。 

主な取組・・・集会所整備への補助金交付 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

公共施設以外での活動場所が確保できている自治会数  －   
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3-3 平和と人権の尊重 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

関係機関や団体などと連携し、平和や人権を守るための啓発活動や学習の機会などを充実すること

により、市民の平和や人権意識の向上を図ります。男女が社会の対等な構成員として、性別に関係なく

その個性と能力を発揮できるような地域社会の形成に努めます。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

あらゆる人権が尊重されている

まちだと思う市民の割合 
   － 

市民が実感する人権の尊重された

まちをつくっていくこと 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇平和啓発事業は、若い世代の参加者が少ない傾向にあるため、市民アンケートの結果を踏まえ、若い

世代も興味を持つようなテーマ・催しを検討し、幅広い世代の参加を促進する必要があります。 

〇今日においても同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人、性的少数者など、多様

化する社会生活を背景に様々な人権問題が存在しています。今後も引き続き人権教育および人権啓

発を推進する必要があります。 

○男女の人権が尊重され、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現へ向けて、女

性の職業分野への参画、仕事と家庭の両立、地域活動への主体的な参画を通して、豊かで活力あるま

ちづくりを行うとともに、女性に対するあらゆる暴力を根絶することが、重要な課題となっています。 

 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

第五次北本市男女行動計画（北本市男女共同参画プラン） H30～R4 
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■基本事業 

3-3-1 平和啓発の推進 

平和の大切さを感じることができるようになります。 

主な取組・・・平和を考える集いの開催、学校教育における啓発の推進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

7、8 月を平和月間として平和啓発事業を行っていることを知っている

市民の割合 
 －   

平和啓発事業参加者数  －   

 

3-3-2 人権意識の高揚 【重点】 

市民一人ひとりが、あらゆる人権問題を正しく理解し、他の人の人権に配慮します。 

主な取組・・・啓発リーフレット・啓発資料の作成・配布、人権の花運動の実施、職員研修の実施、人権擁護委員会の設

置・運営補助、人権推進審議会の運営、人権を守る市民の集い、インクルーシブ教育の充実 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

市や公共施設において、開催された人権講座・研修会に参加した市民の

割合 
 －   

義務教育終了後、人権について学んだことのある市民の割合  －   

 

3-3-3 男女共同参画の推進 

男女が社会の対等な構成員として活躍でき、尊重し合える地域社会が形成されています。 

主な取組・・・男女共同参画に関する情報誌の発行、市民向け講座の開催、男女行動計画の策定・進捗管理、ＤＶ相談

及び被害者支援、女性相談 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

家事・育児・介護に参加している男性・女性の比率  －   

市の審議会等に女性が登用されている割合  －   

 



66 

4-1 豊かな住環境の整備 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

安全で安らげるまちとするため、公園や緑地の整備と適切な管理、良好な住環境の形成、環境負荷の

少ない住宅建設を推進するとともに、空き家対策や多様な住宅ニーズに合わせた支援等に努めます。ま

た、鉄道の利便性の向上や、交通弱者の移動手段としての市内公共交通の確保を図ります。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

住民一人あたりの宅地面積    － 

一人ひとりの居住空間を広く確保

することで、住環境を豊かにするこ

と 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇令和元年度に策定した北本市都市計画マスタープランでは、雑木林、谷津などの豊富な自然環境や大

宮台地の良好な地盤を生かした災害に強い住宅地を形成するとともに、自然環境を市民共有の財産・

まちづくりの資源として、整備・保全に取り組んでいくこととしています。 

○本市の人口１人あたり都市公園面積が平成３０年度には１０.５㎡であり、近隣市と比較して自然環境

は豊富といえますが、徐々に市街地における雑木林や農地が減少していることから、自然の景観や環

境への配慮が必要です。 

〇地区の特性に応じた良好な住環境の形成を図るため、地区計画制度により、公共施設だけでなく、民

間の開発においても住環境および景観の形成への配慮が必要です。 

〇民間の開発事業に対して、要綱に基づく指導を行い、良好な住環境を形成する必要があります。 

〇災害に強いまちづくりにより安心して暮らせるよう、建築物の耐震化を図る必要があります。 

〇地球環境に優しい住環境形成の観点から、環境負荷の少ない住まいづくりが望まれています。 

○高齢化の進展等に伴い空き家が増加し、倒壊等による防災性とともに犯罪の誘発等による防犯性の

低下の懸念があるため、若者の移住・定住の受け皿とする等、有効活用が求められています。 

〇久保特定土地区画整理事業区域内に、デーノタメ遺跡や希少野生動植物のオオタカの生息が確認さ

れているため、遺跡との共存や自然環境の保全対策が求められています。 

〇住宅と、日常生活に必要な公共施設、商業施設および医療機関等とをつなぐ機能として、鉄道や路線

バス等の公共交通の活用策を充実する必要があります。 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

北本市都市計画マスタープラン R2～ 

北本市緑の基本計画 H28～R10 

北本市住宅・建築物耐震改修促進計画 R3～R7 

第二次北本市環境基本計画 H28～R7 
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■基本事業 

4-1-1 公園の整備充実と緑地の保全 【重点】 

公園が整備されて適切な維持管理が行われ、緑地が保全されています。 

主な取組・・・公園施設の長寿命化 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

市民一人あたりの都市公園面積  １１．７．１   

 

4-1-2 良好な住環境および景観の誘導 【重点】 

民間の開発において良好な住環境および景観の形成への配慮がされています。 

主な取組・・・北本市開発指導要綱に基づく事前協議、空き家等の改修・解体に対する補助 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

空家率  －   

特定空家数  －   

 

4-1-3 安全で環境負荷の少ない住宅への支援 

安全で環境負荷の少ない快適な住まいづくりが推進されています。 

主な取組・・・住宅の耐震化補助、長期優良住宅・低炭素住宅の認定 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

住宅の耐震化率  －   

省エネ認定住宅率  －   

 

4-1-4 土地区画整理事業の推進 

健全かつ良好な住宅市街地が形成されています。 

主な取組・・・久保特定土地区画整理事業の推進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

久保特定土地区画整理事業の進捗率  －   

 

4-1-5 鉄道輸送力の活用 

鉄道の利便性が高く、多くの方が利用しています。 

主な取組・・・沿線自治体と協力した定期的な要望活動 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

人口に対する 1日あたりの北本駅利用者割合  －   

北本駅の平日の運行本数  －   

 

4-1-6 市内公共交通の確保 

市内の交通手段が確保され、円滑に移動できます。 

主な取組・・・路線バス利便性向上への要望・提案、デマンドバスの運行 

指標名 

 

 

区分 SDGｓ 現状値 目標値 

デマンドバス利用数  ９．１．１   
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4-2 バランスのある土地利用の推進 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

首都圏中央連絡自動車道の埼玉県内区間の全線開通や上尾道路Ⅱ期区間の事業化、高速埼玉中央

道路の計画による優位性を生かした土地利用を進めるとともに、農地の生産性を維持するため、優良農

地の保全に努めます。また、北本駅周辺の商業・業務地の集積を図るとともに、南部地域での開発等を

誘導し、交通・交流拠点（駅等の可能性）について検討します。 

［成果指標］ 

※この施策は、基本事業の取組を通して、土地利用構想に基づくゾーン別の土地利用についてそれぞれ

取り組むことにより目指す姿の実現を図っていくため、施策における総合的な指標は設定していません。 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇令和元年度に策定した北本市都市計画マスタープランでは、コンパクト・プラス・ネットワークの考え方

に立ち、コンパクトかつ利便性の高いまちづくりを行うため、徒歩圏に日常の買い物ができる店舗等

を誘導するとともに、公共交通の利便性の高い都市形成を行うこととしています。 

〇優良農地を保全し、農地の生産性を維持・向上する必要があります。 

〇空き店舗等を有効活用し、生活機能の強化や中心市街地の活性化に取り組むとともに、県道東松山

桶川線と中山道が結節する南部地域において、商業・業務地等の更なる機能を形成することが必要で

す。 

〇首都圏連絡自動車道や一般国道１７号上尾道路Ⅱ期区間の事業化に伴い、土地利用構想図に位置付

ける複合的開発ゾーンや沿道サービスゾーンにおいて、広域的な視点に立った活用方法を検討する

必要があります。 

 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

北本市都市計画マスタープラン R2～ 

北本市産業振興ビジョン R1～R8 
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■基本事業 

4-2-１ 優良農地の保全 

生産性の高い農地面積が維持されています。 

主な取組・・・農地の利用集積、農業・農村の多面的機能の維持・発揮に向けた保全活動の支援 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

耕作放棄地率  －   

利用権設定面積  －   

 

4-2-2 商業・業務地等の整備 【重点】 

商業・業務地の集積により市民の利便性が向上します。 

主な取組・・・商業・業務地の集積、空き店舗対策、駅等の可能性を含めた交通・交流拠点の検討 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

中心市街地における空き店舗率  －   

 

4-2-3 沿道サービス施設の誘導 

沿道サービス施設が増加し、市内での消費が拡大します。 

主な取組・・・一般国道 17号、南大通りおよび上尾道路（上尾バイパス）沿道における商業施設の誘導 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

一般国道 17 号、南大通りおよび上尾道路（上尾バイパス）沿道における

開発件数 
 －   

 

4-2-４ 住宅供給の促進 

土地利用構想に沿って住宅エリアへの住宅供給が促進されています。 

主な取組・・・住宅エリアへの開発誘導 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

市街化区域における人口の割合  －   
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4-3 環境に優しいまちづくり 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

環境への負荷を軽減し、地球に優しい生活を実現するため、エネルギーを大切に利用することや４Ｒ

（リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル）の推進によるごみの減量を図るとともに、合併処理浄化

槽の設置促進による水質汚濁の防止に努めます。また、新たなごみ処理施設の稼働を目指し、新たな広

域処理体制の構築を進めます。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

温室効果ガスの総排出量（市全

体） 
   13.2.1 

温室効果ガスの排出を低減し、２０

５０年カーボンニュートラルの実現

を目指していくこと 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇空気や水をきれいにし、湧水や湿地などの水辺環境や多様な動植物の生育・生育環境を育んできた

屋敷林・農地・雑木林・谷津などの身近に存在する豊かな自然が、市民の暮らしに安らぎと潤いをもた

らしてきたことから、大切な財産として後世に残す必要があります。 

〇国が、２０１９年６月に「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を閣議決定し、２０２０年１０月に

「２０５０年カーボンニュートラル」を宣言したことに伴い、地方公共団体においても、ゼロカーボンへ

向けて、再生エネルギーの活用や自立・分散型の社会を形成していくことが求められています。 

〇埼玉中部環境センターの焼却施設の老朽化が著しいため、整備及び運営に係る事業手法や、ごみ処理

方式等について検討を行った上で、新ごみ処理施設の整備を進めていく必要があります。 

○市民1人あたりごみ排出量は比較的低く抑えられ、リサイクル率は高い水準となっていることから、今

後も４Rの推進によるごみの減量を図っていくことが重要です。 

 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

第二次北本市環境基本計画 H28～R7 

第４次北本市地球温暖化対策実行計画 R1～R5 

北本市一般廃棄物処理基本計画（第４次計画） H28～R7 
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■基本事業 

4-3-1 脱炭素社会・循環型社会に向けた取組の推進 【重点】 

２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けて、再エネ利用や資源循環が進んでいます。 

主な取組・・・省エネ対策の促進、再生可能エネルギー導入支援、４R推進に向けた啓発、容器包装類・廃食油の回収 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

市役所の温室効果ガスの総排出量  －   

再生可能エネルギーの普及率  7.2.1   

 

4-3-2 廃棄物の適正な処理の確保 

ごみが適切に処理されています。 

主な取組・・・新ごみ処理施設建設の推進、資源回収の推進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

一人あたりのごみ排出量  
8.4.1 

8.4.2 
  

排出したゴミの処理率  －   

 

4-3-3 環境衛生の推進 

・快適な生活環境が維持されています。 

・浄化槽放流水や単独処理浄化槽使用世帯の生活雑排水による水路や側溝の水質汚染および悪臭が減少

しています。 

主な取組・・・適切なごみ・し尿処理の推進、環境測定調査の実施、単独処理浄化槽および汲み取り便槽から合併処理

浄化槽への転換の推進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

合併処理浄化槽設置比率  －   
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4-4 道路、上・下水道、河川の整備 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

安全で利便性の高い都市基盤をつくるため、都市計画道路や生活道路の整備と維持管理に努めると

ともに、安全で安定した水の供給や公共下水道の整備と適切な管理により、清潔で快適な生活環境の確

保に努めます。また、水路や河川の整備や適切な管理により、浸水対策を進めます。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

道路、上下水道、河川の整備不

良により発生した人身・物損の

事故件数 

   － 
都市基盤を適切に整備することで、

安全な生活環境をつくること 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇首都圏中央連絡自動車道や一般国道１７号上尾道路Ⅱ期区間の事業化などの大規模道路整備に伴い、

生活道路や都市計画道路の整備を進めていくとともに、適切に改修を行っていくことが必要となって

います。 

〇国土強靭化の取組を通して、大規模な自然災害時にも、道路、上・下水道等の社会インフラが機能不全

に陥らないように、リスクマネジメントを行うことが求められています。 

 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

北本市都市計画マスタープラン R2～ 
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■基本事業 

4-4-1 生活道路の整備充実 【重点】 

安全な道路環境の創出のため、舗装や側溝の整備充実が図られています。 

主な取組・・・道路舗装改修、道路緊急補修、道路新設改良 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

生活道路の改良率  －   

生活道路の舗装率  －   

地区要望への対応率  －   

 

4-4-2 都市計画道路の整備促進 

計画決定されている都市計画道路の整備が進んでいます。 

主な取組・・・中央通線の整備推進、西仲通線の整備推進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

都市計画道路整備率  －   

 

4-4-3 公共下水道（汚水）の整備 

公共下水道（汚水）が整備され、清潔で快適な生活環境が確保されています。 

主な取組・・・汚水管の布設、下水道施設の適正な維持管理、ポンプ場の機能維持 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

公共下水道整備率  －   

水洗化率  6.2.1   

 

4-4-4 雨水排水施設の整備充実 

雨水管や水路・河川が整備され、浸水対策が進んでいます。 

主な取組・・・調整池・雨水幹線等の維持・管理 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

床上、床下浸水戸数  －   

冠水による生活道路の通行止め数  －   
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4-5 防犯・交通・消費者対策の強化 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

安全・安心なまちづくりのために、犯罪を未然に防ぐ意識を高める活動や防犯施設の充実に努めます。

交通事故が減少するよう、交通安全施設を整備するとともに、高齢者や子どもの交通安全教育を推進し

ます。また、消費者教育や啓発に努めるとともに、トラブルに遭ったときの解決への支援体制の強化を

図ります。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

人口千人当たりの犯罪件数    － 犯罪を減らすこと 

人口千人当たりの交通事故件数    － 交通事故をゼロにすること 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇犯罪件数は平成１５年の１，６２２件をピークに減少していて、令和元年には４１９件となり、ピーク時の

４分の１程度まで減少しています。 

〇市民の安全・安心なまちづくりのためには、犯罪を起こさせない環境づくりが重要です。そのため、地

域において自主防犯組織を組織して防犯に対する意識を高め、自主的な防犯活動への参加や犯罪の

未然防止を図る必要があります。 

〇第五次北本市総合振興計画後期基本計画の策定にあたり令和元年度に実施した「市民意識調査」で

は、３０歳代、４０歳代において、最も重要な施策として「防犯・交通安全・消費者対策の強化」が挙げら

れています。 

○自動車の安全装置技術の発達・普及等に伴い、本市の交通事故の発生件数及び死傷者数は、平成２１

年の３８１件、３６７人から、令和元年には１６７件、１９８人と１０年間でおよそ半減しています。 

○近年増加する特殊詐欺により、現金やキャッシュカードをだまし取られる被害や、インターネットを通

じた個人売買によるトラブル等の防止に向けた対策の充実が求められています。 
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■基本事業 

4-5-1 防犯・交通安全意識の高揚 

・犯罪に遭わないように自衛や未然防止の意識が高まっています。 

・交通事故が減少するよう、市民が意識して行動しています。 

主な取組・・・警戒情報の作成・発信、防犯講話の開催、警察等との連携によるキャンペーンの実施、交通安全意識の啓

発、交通安全推進団体の活動支援、放置自転車の整理・撤去、交通災害共済への加入促進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

防犯対策の平均実践項目数（全 6項目）  －   

地域防犯団体を組織している割合  －   

交通安全教室参加者数  －   

65歳以上高齢者の交通事故数  －   

 

4-5-2 防犯環境・交通安全施設の整備充実 

・防犯対策や交通安全対策が充実しています。 

・カーブミラーやＬＥＤ信号機、ゾーン３０等の交通安全施設等が十分に整備されています。 

主な取組・・・防犯協会の活動支援、防犯灯の整備促進、カーブミラー・道路反射鏡・防護柵の設置、道路区画線の塗布 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

防犯設備（防犯カメラ等）の整備件数  －   

交通安全施設の整備項目数（累計）  －   

 

4-5-３ 安全な消費生活の確保 

消費者トラブルに遭わないようにするとともに、遭ったときには解決への支援を受けることができます。 

主な取組・・・民生委員・児童委員や見守り協力員等による声がけ・啓発活動、専門相談員による消費生活相談の実施 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

市内消費者被害件数  －   
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4-6 消防・防災の充実 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

安心で災害に強いまちとなるよう、災害時に適切な支援や情報提供を行うとともに、防災施設の充実

と支援体制の整備に努めます。また、地域で適切な対応ができるようにするため、自主防災活動の促進

や啓発に努め、消防団体制の充実を図ります。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

災害による負傷者数及び死亡

者数 
   － 

災害による負傷者及び死亡者を 

ゼロにすること 

火災による負傷者数及び死亡

者数 
   － 

火災による負傷者及び死亡者を 

ゼロにすること 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

○東日本大震災の発生以降も全国各地において、大規模地震や大型台風、集中豪雨等の自然災害によ

る甚大な被害が発生しています。こうした度重なる自然災害の被害等により、防災に対する意識の高

まりや自助・共助の重要性について再認識されています。 

〇防災や災害発生に関する情報が市民に適切に届く仕組みとして、ICT や IoT等の技術の活用が求め

られています。 

〇本市は、災害リスクの低い土地ですが、災害時において地域や個人が災害に対応できるよう、地域の

防災力向上が求められます。 

〇北本市地域防災計画に基づき、災害予防に取り組むとともに、災害応急対策や災害復旧復興に至る

一連の災害対策について、準備を進めてきました。 

〇国土強靭化の取組として、大規模な災害等が発生しても、行政や地域社会、地域経済が機能不全に陥

らずに、維持することのできる対策を位置付け、推進していくことが求められています。 

 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

北本市地域防災計画 S50～ 

北本市国土強靭化地域計画 R4～ 
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■基本事業 

4-6-1 防災減災意識の高揚 

防災・減災の意識が高まり、災害時に行動できます。 

主な取組・・・ハザードマップの作成・配布、防災訓練の実施、平時からの備えの促進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

防災対策の平均準備項目数（地震に関する５項目）  －   

 

4-6-２ 災害時の支援体制の充実 

・防災に関する情報が市民に届く仕組みが機能しています。 

・災害時の支援体制が整っています。 

主な取組・・・福祉避難所の充実、備蓄品の充実、企業との災害時相互協力、ボランティア受入体制の整備、避難所に

おける感染症対策 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

防災通知を登録している市民の割合  －   

防災に関する協定数  －   

主要備蓄用品（３品目）の備蓄率  ※３品目-水・食料・毛布  －   

 

4-6-３ 地域防災力の向上 

災害時に地域や個人で対応できる防災力が向上しています。 

主な取組・・・自主防災組織の設立支援、地区防災訓練の実施支援、自主防災組織リーダー・ボランティアコーディネー

ターの育成、避難行動要支援者の支援プランの作成 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

自主防災組織の組織率  －   

防災訓練に参加した市民の参加者数  －   

 

4-6-４  強靭な地域社会の構築 【重点】 

災害時でも地域社会が機能しています。 

主な取組・・・北本市国土強靭化地域計画の取組 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

※ 令和３年度中に策定する北本市国土強靭化地域計画の内容に応じ

た指標を設定する。 
 －   

 

4-6-５ 消防力の向上 

消防活動が迅速に行われています。 

主な取組・・・消防水利施設の整備、消防団活動の支援、消防団施設・車両の維持管理 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

消防水利基準達成率  －   

消防団員定数充足率  －   
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5-1 農業・商業・工業の振興 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

持続可能な農業経営に向けて、担い手の育成や６次産業化等による付加価値の高い農業の推進に努

めます。関連団体と連携し、商店の魅力向上や市内購買率の向上を図ります。創業可能な環境づくりを

進め、事業者が安定的に経営できるよう支援するとともに、企業誘致を推進します。地域にある様々な

資源を活用して観光の振興に努め、市内経済の活性化につなげます。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

一人当 た りの 域 内総 生産

（GRP） 
   － 市内の生産額を向上させること 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇令和元年度に策定した「北本市産業振興ビジョン」において、本市の地域経済循環率（64.1％）は、JR

高崎線沿線・圏央道沿線の他自治体と比較し、20市町中第 18位と相対的に低位です。 

〇「北本市産業振興ビジョン」では、人口減少による労働力不足や市場縮小が懸念される中、市内外へ

の製品・特産品のプロモーション等を通して、本市のブランド・個性を高めることにより、まちの価値や

豊かさを創造していくことを目指しています。 

〇市内には小規模な農家が多く、農家総数（専業・兼業）、農業就業者、経営耕地面積のすべてが減少し

ていますが、品質の高さに定評がある野菜をはじめとした農業の産出額は増加傾向にあります。 

○地域資源を活用し、多様な連携のもと新しい価値を生み出すことで、市場拡大を図るとともに、生産

性の向上や働き方改革の推進、事業承継支援等に取り組んでいく必要があります。 

〇商店の減少や商店主の高齢化に伴い、商店会の活動が衰退しないよう、関連団体と連携し、市内商業

を活性化する必要があります。 

〇企業の誘致については、市街化区域のほか、市街化調整区域や農地を含め、法的な土地利用規制に

係る関係機関との事務調整を進め、受け皿となる産業用地の創出に取り組む必要があります。 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

北本市産業振興ビジョン R1～R8 
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■基本事業 

5-1-1 付加価値の高い農業・商業・工業の推進 【重点】 

・高付加価値なものを生み出し事業規模の拡大がなされています。 

主な取組・・・園芸の振興、北本ブランドの創出、地産地消の推進、販路拡大・開拓の支援、商店会活動支援、空き店舗

等の活用促進、中心市街地の活性化、6次産業化の推進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

認定農業者率  －   

農業従事者一人当たりの農業算出額  －   

付加価値額（工業）     

 

5-1-2 地域経済循環の推進 【重点】 

・地産地消や域内調達が拡大し、企業や家計の所得に還元されています。 

主な取組・・・農業ふれあいセンターの活用、街バルの開催 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

地域経済循環率  －   

 

5-1-3 持続可能な経営の支援 【重点】 

・後継者が不足する企業等が廃業することなく事業を継続しています。 

主な取組・・・資金融資、商工会事業への補助、事業承継・創業支援 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

市内創業件数  －   

廃業数  －   

事業承継数  －   

 

5-1-4 観光の振興 

祭りやイベントなど、まちの魅力を活用して交流人口が増加しています。 

主な取組・・・「宵まつり」「産業まつり」への支援、観光協会の運営支援、森林セラピーの推進、HP・SNSの活用 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

観光入込客数  －   

観光向けＨＰアクセス数  －   

 

5-1-5 企業誘致の推進 【重点】 

市内に立地する企業が増えています。 

主な取組・・・立地希望企業への相談支援・情報提供 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

立地相談件数  －   

相談支援・情報提供の中から立地に結びついた件数  －   
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5-2 文化財の活用・保護 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

貴重な文化財の調査・研究・保存を進めるとともに、魅力ある文化財を活用して地域の歴史や自然、

文化を学ぶことができる環境を整備します。郷土芸能の後継者育成や伝承活動等への支援を通じ、郷土

芸能の保存に努めます。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

文化財を見学または学習した市

民の割合 
   － 

文化財を普及することで、市民の

関心を高めること 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇平成 31年 4月に「文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律」が施行され、文化財について、教育や観光など様々な分野において積極的に活用していくこと

が求められています。 

〇令和 4 年 4 月には「文化財保護法の一部を改正する法律」が施行され、無形文化財及び無形の民俗

文化財を適切に保存するため、登録制度が新設されます。 

○文化財の保護および伝統文化の継承に係る様々な体験や活動、交流、講座等を通して、地域への愛着

や誇りを醸成していくことが重要です。 

〇遺跡やその他の文化財は、北本の歴史や自然の魅力を語る貴重な資源です。消失、散逸のおそれのあ

る文化財について、調査・研究・保存に努めるとともに、重要遺跡については、内容確認調査や報告書

の発行等により、活用を図る必要があります。 

〇デーノタメ遺跡が確認された区域は、久保特定土地区画整理事業区域内に位置するとともに、都市計

画道路の予定地にあることから、共存へ向けた取組が必要です。 

〇郷土芸能の後継者不足は、各団体の共通の課題です。後継者育成、伝承活動の支援等を通じ、郷土芸

能の保存に取り組む必要があります。 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

第二期北本市教育振興基本計画 H30～R4 

石戸蒲ザクラ保護及び周辺整備基本計画 H25～ 

石戸城跡保存管理計画及び石戸城跡整備基本計画 H25～ 
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■基本事業 

5-2-1 文化財の調査・研究 

消失、散逸のおそれのある文化財の調査・研究が進んでいます。 

主な取組・・・埋蔵文化財発掘調査・研究、発掘報告書刊行、地域資料収集・整理・保管 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

文化財の調査件数  －   

 

5-2-２ 文化財の保存・活用 【重点】 

貴重な文化財が保存され、その活用が図られています。 

主な取組・・・石戸蒲ザクラ保護・周辺整備、指定文化財の管理、重要遺跡の保存・史跡化の検討 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

保護されている指定・登録文化財件数  －   

学校教育分野で文化財が活用された件数  －   

社会教育分野で文化財が活用された件数  －   

シティプロモーション活動で文化財が活用された件数  －   

 

5-2-３ 文化財の普及・啓発 

貴重な文化財の価値が広く周知され、地域への誇りや愛着につながっています。 

主な取組・・・小中学校での活用、シンポジウム・説明会の開催、HP・SNS・広報等での情報発信 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

報告書刊行、ホームページ・広報等での掲載数  －   

市内文化財の市民の認知割合  －   

 

5-2-４ 伝統文化の継承 

後継者が育成され、郷土芸能が保存されています。 

主な取組・・・郷土芸能保存団体の活動支援、郷土芸能大会の開催 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

伝統文化の継承者数  －   

デジタルアーカイブされた無形文化財の件数  －   
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5-3 就労対策の充実 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

雇用の促進につながる環境づくりに努めるとともに、就労対策の各種サービスの充実を図ります。職

住近接の状況を生み出し、若者や女性等の地域での就労を促進します。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

市内失業率 
   － 就労対策を充実することで、失業

率の低減を図っていくこと 

市内有効求人倍率 
   － 就労対策を充実することで、求人

数の増加を図っていくこと 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇「北本市産業振興ビジョン」策定時に実施した「事業所アンケート」では、市に期待する支援策として

「人材確保に対する支援」（19.3％）が上位に挙げられています。 

〇人口減少が進む中、職住近接の状況を生み出し人口流出を抑制するため、地域での就労を促進する

ことが必要です。 

〇「働き方改革」を通して、多様な働き方を選択できる社会を実現することにより、働く人一人ひとりが

よりよい将来の展望を持てるようにするとともに、人手不足の解消を図っていくことが求められてい

ます。 

〇職業相談などを通して市民自らの職業適性を把握する機会を設けるとともに、就労対策の各種サー

ビスを充実し利用者の増加を図ることが必要です。 

 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

北本市産業振興ビジョン R1～R8 
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■基本事業 

5-3-1 労働環境改善の促進 

働く方一人ひとりの意欲・能力が存分に発揮できる労働環境となっています。 

主な取組・・・勤労者団体補助、労働セミナー開催 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

埼玉県健康経営宣言をしている法人数  －   

埼玉県健康経営認定法人数  －   

多様な働き方実践企業の認定企業数  －   

 

5-3-2 職業能力開発の支援 

市内の在勤在住就業者の自己研さん機会が提供されています。 

主な取組・・・就労支援セミナー開催、職業訓練に対する各種助成の利用促進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

セミナー参加人数  －   

 

5-3-3 雇用・就労対策の推進 【重点】 

雇用・就労のための相談体制や機会が充実しています。 

主な取組・・・子育て中の女性への就労支援 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

就労マッチング機会提供数  －   

就労マッチング件数  －   
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6-1 市民との情報共有 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

市政への市民参加の促進と行政の透明性の確保のため、ICT の新たな活用方法による情報公開を進

めるとともに、広報紙や SNS等を活用した情報発信に努めます。幅広く市民から意見・要望等を聴き市

政運営に生かすため、様々な手法により広聴活動の充実を図ります。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

市が公開している情報にアクセ

スすることができる市民の割合 
   － 

市民が市政情報にいつでもアクセ

スできる環境をつくること 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇令和元年度に実施した市民意識調査において、市政に対しての関心について、「とても関心がある」と

「関心がある」の合計が、平成２６年度の 71.5％から 53.3％へ低下し、年齢別では 75 歳以上にお

いて 67.2％であったことに対し、２０歳代においては 31.3％となっています。また、「あまり関心が

ない」と「まったく関心がない」の合計が、平成２６年度の 25.2％から 43.0％へ上昇し、年齢別では

２０歳代において 66.7％であったことに対し、７５歳以上において 26.6％となっています。 

〇市民意識調査において、市政の情報入手方法は、広報きたもとが 89.6％、市ホームページが

28.9％、市 SNSは 4.7％となっています。 

○市ホームページでのオープンデータの公開や SNS を活用した情報発信など、ICT を活用した情報発

信と行政の透明性の確保を図っています。 

○外国人に対応した多言語化や障がいのある人への合理的配慮など、誰にとってもわかりやすい情報

の提供・発信が求められています。 
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■基本事業 

6-1-1 情報公開の推進 

行政の透明性が確保されています。 

主な取組・・・情報公開・個人情報保護制度の運用、オープンデータの公開 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

情報公開請求に対し公開することのできた割合  －   

オープンデータ公開件数  －   

 

6-1-2 広報活動の充実 

幅広い市民へ情報が提供されています。 

主な取組・・・広報紙の発行、市ホームページの運営、ソーシャルメディア等を利用した情報発信 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

公式 SNS等のフォロワー数  －   

市ホームページへのアクセス数  －   

 

6-1-3 広聴活動の充実 

幅広い市民からの意見を聴く体制ができています。 

主な取組・・・インターネットモニターの実施、市長への手紙・提言の実施、市長と語る会・ワークショップ等の開催 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

市民と市長とによる懇談会等の回数  －   

市民の声を聴く機会に満足している市民の割合  －   
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6-2 適正な事務の執行 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

行政事務の信頼を確保するため、庁内ネットワークのセキュリティ対策を実施し、行政情報を適切に管

理します。公共サービスの効率化やコスト縮減が進むなかで、適正で公正な契約事務の執行や適正な会

計処理に努めます。また、公平・公正に選挙事務を執行するとともに、若年層の投票率の向上を図ります。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

事務の事故報告件数    － 事務の事故件数をゼロにすること 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

○ICT の普及に伴い、利便性が向上する一方で、セキュリティインシデントへの体制強化や対策を強化

する必要があります。 

○高齢化や人口減少、新型コロナウイルスの影響等による財政難が見込まれ、公共サービスの効率化や

コスト縮減が進む中で、公契約の適正化と公共サービスの質の確保・向上が求められています。 

○選挙の投票率は低下傾向にあります。とりわけ若年層においては、低い水準にとどまっています。市

民の意思が正しく政治に反映されるよう、投票率の向上を目指す取組が求められています。 
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■基本事業 

6-2-1 行政情報の適切な管理 

・行政文書が適正に管理され、個人情報の保護が図られています。 

・庁内ネットワークを活用した情報の一元化・共有化が図られるとともに、セキュリティ対策が実施されてい

ます。 

主な取組・・・情報資産の保護および適切な運用、セキュリティに配慮したネットワーク管理、グループウェアシステム・

財務会計システムの運用管理 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

個人情報漏えい件数  －   

情報セキュリティ監査の指摘事項に対する是正割合  －   

 

6-2-2 適正で公正な契約の執行 

市の発注に関し、より一層の透明性、公平性および競争性が高められるとともに、契約の適正な履行が確

保されています。 

主な取組・・・入札・契約の管理、契約履行検査の実施 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

北本市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく措置件数  －   

入札による工事契約のうち制限付一般競争入札による契約の割合  －   

 

6-2-3 適正な会計処理 

会計規則等に基づき、適正な会計処理を行います。 

主な取組・・・会計事務研修の実施 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

例月出納検査の指摘事項に対する是正割合  －   

 

6-2-4 適正な選挙事務の執行 

市民の意思が正しく政治に反省されるよう、公平・公正な選挙の執行と投票率の向上を図ります。 

主な取組・・・公職選挙法に基づく各種選挙の執行、選挙啓発の実施 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

選挙事務に係る事故件数  －   

平均投票率  －   
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6-3 効果的かつ効率的な行財政運営の推進 

■施策の目指す姿（施策の方向性） 

効果的・効率的に事務事業を実施するため、行政評価を実施するとともに、公共施設等の適正な管理

や財政計画の策定に取り組みます。また、ICT を活用した行政サービスの充実を図るとともに、税収の

確保や質の高い窓口サービスの提供に努めます。地方自治体間の広域での連携により、効率的な行財

政運営を進めます。 

［成果指標］ 

指標名 区分 現状値 目標値 SDGｓ ねらい 

施策の成果指標の達成率    － 
総合振興計画の達成度を確認する

こと 

 

■施策を取り巻く環境変化と課題 

〇多くの市民の参画により制定された自治基本条例の規定により、効果的かつ効率的な市政運営を行

うこと、行政評価の結果を反映した市政運営を行うことが求められています。 

〇新型コロナウイルスの影響や生産年齢人口の減少等に伴い、歳入の減少が見込まれるため、新たな取

組により、歳入を確保していく必要があります。 

〇平成２８年度に北本市公共施設等総合管理計画を策定し、次世代へ負担を先送りしないために、人口

や財政規模に応じた公共施設の適正な規模やあり方について方針を示しました。また、令和元年度に

北本市公共施設マネジメント実施計画を策定し、公共施設ごとの今後の整備等に係る方針を示しまし

た。 

〇令和２年度に国が策定した「自治体 DX推進計画」では、地方公共団体が担う行政サービスについて、

デジタル技術やデータ等を活用して住民の利便性を向上させるとともに、業務の効率化を図り、人的

資源を行政サービスの更なる向上につなげていくことが求められています。 

〇市と他の地方公共団体や民間企業等とのパートナーシップにより、地域の価値を高め、より豊かな市

民生活につながる行政運営を図る必要があります。 

 

 

■施策内の計画 

計画名 計画期間 

北本市公共施設等総合管理計画 H29～R38 

北本市公共施設マネジメント実施計画＜北本市公共施設適正配置

計画編＞ 

R2～R41 
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■基本事業 

6-3-1 成果志向に基づく行政経営の推進 

環境変化や市民ニーズに対応し、計画的かつ効率的に事務事業が実施されています。 

主な取組・・・PDCAマネジメントサイクルの運用、経費節減・合理化の徹底、事務事業の見直し 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

基本事業の指標の達成率  －   

 

6-3-2 人材育成の推進と適正な人事管理 

効果的な人材育成・適正な人事管理が行われています。 

主な取組・・・職員研修の実施、人材育成計画の実行 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

研修に参加した職員数  －   

自己啓発補助金利用者数  －   

 

6-3-3 健全な財政運営と資産管理 【重点】 

・公債費等の後年度負担が抑制され、市民サービス向上のための事業に必要な財源が確保されています。 

・施設再編をはじめ資産管理が適切に行われています。 

主な取組・・・財政計画の作成、地方債の発行・償還の適正管理 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

実質公債費比率  －   

将来負担比率  －   

公共施設等総合管理計画進捗率  －   

市民一人あたり市有財産（建物）面積  －   

 

6-3-4 歳入の確保 

・課税業務が適正に執行され、税収が確保されています。 

・多様な形態により歳入が確保されています。 

主な取組・・・滞納整理、債権管理、企業版ふるさと納税の推進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

市税収納率  －   

市税収納未済額  －   

ふるさと納税寄附者数  －   

 

6-3-５ 自治体DXの推進 【重点】 

業務改革を徹底し、デジタル技術等の活用により、質の高い窓口サービス及び利便性の高い市民サービス

が提供されています。 

主な取組・・・情報システムの標準化・共通化、マイナンバーカードの普及促進、行政手続のオンライン化、ＡＩ・ＲＰＡの利

用促進、テレワークの推進 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

マイナンバーカードの普及率  －   

AI・RPA等のデジタル技術を活用した件数  －   

行政手続きのオンライン化割合  －   
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オンライン手続き利用割合  －   

 

6-3-６ 広域行政及び多様な主体との連携の推進 

広域や多様な主体との連携により、利便性の高い市民サービスが提供されるとともに、効率的な行政運営

が行われています。 

主な取組・・・埼玉県央まちづくり推進協議会への参加 

指標名 区分 SDGｓ 現状値 目標値 

共同処理している事務の件数  －   

包括・事業連携協定に基づく事業実施数  －   
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7 人口減少に対応するためのリーディングプロジェクト 

■施策のねらい 

本市の人口は平成 17 年をピークに減少に転じ、少子化や団塊世代の高齢化等が進み加速していま

す。今後も続く人口減少に対応していくため、各政策・施策に示した重点事業とそれを補完する新規事

業とを総合的にひとつの政策と捉えて「リーディングプロジェクト」に位置付け、実効性を高めます。 

市民ニーズや社会の変化、国の地方創生方針等に柔軟に対応するため、適宜見直しを行いながら、横

断的で機動性の高い政策として推進していき、新たな「北本市の価値創造」を目指します。 

 

 

プロジェクト１  

「若者の移住・定住・交流促進」プロジェクト 

若い世代の希望に合った住環境や就労環境を整備・提供することで「住みたくなるまち」としての魅

力を高めるとともに、その後の暮らしにおいて安全・安心・安らぎを感じてもらえるような取組を進め

て「住み続けたいまち」としての魅力を高め、東京や県南部などへの転出を抑制し、持続可能なまちづ

くりを推進します。 

また、将来にわたってまちの活力を維持できるよう、様々な世代、性別、世帯構成の市民が集う活

動を支援し、人や地域が連携する仕組みをつくり、若い世代が地域で活躍できる場を生み出すととも

に、市外に暮らしながらも本市に携わり応援していただける「関係人口」の拡大を図ります。 

 

【目指すＳＤＧｓ】 

    

 

 

※具体的な施策・事業は今後検討予定 
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プロジェクト２  

「めざせ日本一、子育て応援都市」プロジェクト 

若い世代が安心して結婚し、子どもを生み育てることができるよう、まちで一体となって支援を行

います。 

また、これまでも注力して取り組んできた子育て環境・教育環境の整備をさらに強化し、若い世代

にアピールしていくとともに、子育てと仕事の両立支援や家庭における男女共同参画の推進等を通じ

て子育て応援都市づくりを推進します。 

 

【目指すＳＤＧｓ】 

    

 

 

※具体的な施策・事業は今後検討予定 
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Ⅲ 総合戦略 
（第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


